
【表紙】 　

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年５月25日

【事業年度】 第117期(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

【会社名】 株式会社井筒屋

【英訳名】 IZUTSUYA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　　影　山　英　雄

【本店の所在の場所】 北九州市小倉北区船場町１番１号

【電話番号】 (093)522-3111

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長　　　　　　　白　石　　　亮

【最寄りの連絡場所】 北九州市小倉北区船場町１番１号

【電話番号】 (093)522-3111

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長　　　　　　　白　石　　　亮

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　 証券会員制法人福岡証券取引所

　 (福岡市中央区天神二丁目14番２号)

　

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

  1/114



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期
決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

(1) 連結経営指標等 　 　 　 　 　
売上高 (百万円) 100,126109,006 96,709 90,566 88,215
経常利益又は
経常損失(△）

(百万円) 695 △156 277 2,577 2,860

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 2,772 △ 4,888△ 3,308 2,503 1,906

包括利益 (百万円) ─ ─ ─ ─ 2,452
純資産額 (百万円) 11,279 6,390 3,100 5,602 8,077
総資産額 (百万円) 79,747 80,537 74,012 71,111 69,350
１株当たり純資産額 (円) 98.35 55.72 27.04 48.86 70.45
１株当たり当期純利益金額又

は当期純損失金額(△)
(円) 24.17 △ 42.62△ 28.86 21.84 16.63

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) ─ ─ ─ ─ ―

自己資本比率 (％) 14.1 7.9 4.2 7.9 11.6
自己資本利益率 (％) 28.0 ─ ─ 57.5 27.9
株価収益率 (倍) 3.89 ─ ─ 2.98 3.49

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,034 △ 727 2,322 2,165 3,681

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,771 △ 2,068△ 1,541 250 799

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,095 3,056 △ 975 △1,472 △3,196

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 3,430 3,692 3,498 4,441 5,761

従業員数
(外、平均臨時雇用人員)

(人)
1,406
(546)

1,465
(1,021)

1,344
(685)

1,213
(411)

1,207
(338)

(2) 提出会社の経営指標等 　 　 　 　 　
売上高 (百万円) 82,647 76,503 70,303 67,239 65,308
経常利益 (百万円) 432 279 612 2,266 2,261

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 2,598 △ 4,846△ 2,802 2,427 1,357

資本金 (百万円) 10,532 10,532 10,532 10,532 10,532
発行済株式総数 (株) 114,804,953114,804,953114,804,953114,804,953114,804,953
純資産額 (百万円) 11,465 6,625 3,835 6,255 8,151
総資産額 (百万円) 73,706 71,902 69,321 66,752 64,680
１株当たり純資産額 (円) 99.97 57.77 33.45 54.56 71.10

１株当たり配当額
(１株当たり
中間配当額)

 

(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益金額又

は当期純損失金額(△)
(円) 22.66 △ 42.26△ 24.44 21.17 11.84

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) ─ ─ ─ ─ ―

自己資本比率 (％) 15.6 9.2 5.5 9.4 12.6
自己資本利益率 (％) 25.6 ─ ─ 48.1 18.8
株価収益率 (倍) 4.15 ─ ─ 3.07 4.90
配当性向 (％) ─ ─ ─ ─ ―

従業員数
(外、平均臨時雇用人員)

(人)
755
(332)

924
(350)

993
(347)

724
(238)

723
(213)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、連結ベースの第114期及び第115期、提出会社ベースの
第114期及び第115期は当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

３　従業員数は、就業人員数を表示しております。
４　第115期から金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため第
114期以前についても百万円単位に組替えて表示しております。
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２ 【沿　　　　　　革】

昭和10年７月 株式会社井筒屋百貨店を設立(資本金100万円)

昭和11年10月井筒屋(現本店)を開店

昭和12年11月株式会社九軌百貨店を吸収合併

昭和26年10月商号を株式会社井筒屋に変更

昭和34年11月八幡店(現黒崎店)を開店

昭和36年12月福岡証券取引所に上場

昭和39年８月 飯塚支店を分離独立するため株式会社井光を設立(昭和40年３月、商号を株式会社飯

塚井筒屋に変更)

昭和40年10月株式会社飯塚井筒屋が飯塚店を開店

昭和40年12月株式会社博多ステーションビルと共同出資し株式会社博多井筒屋を設立

昭和41年５月 株式会社博多井筒屋が博多店を開店

昭和43年２月 株式会社久留米井筒屋(現連結子会社)の過半数の株式を取得

昭和44年10月株式会社宇部ちまきやと共同出資し株式会社井筒屋ちまきやを設立(昭和47年４月、

商号を株式会社宇部井筒屋に変更)

昭和44年12月株式会社井筒屋ちまきやが井筒屋ちまきや(現宇部店)を開店

昭和47年９月 東京証券取引所第二部に上場

昭和47年10月本店増築完成

昭和48年７月 東京証券取引所第一部に指定替え

昭和53年10月中津店を開店

平成５年４月 八幡店を黒崎店に名称変更

平成10年９月 本店新館を開設

平成12年７月 本店小倉リバーサイド・チャイナを開設

平成12年12月中津店を閉店

平成13年10月黒崎店を現在地に移転

平成14年２月 株式会社井筒屋外商サービス(現連結子会社)を設立

平成14年３月 井筒屋アネックス―１を開店

平成19年３月 株式会社博多井筒屋が博多店を閉店

平成20年３月 株式会社小倉伊勢丹の全株式を取得し完全子会社化

平成20年４月 株式会社小倉伊勢丹をコレット井筒屋(現連結子会社)に商号変更しコレット井筒屋

を開店

平成20年５月 株式会社宇部井筒屋が株式会社山口井筒屋(現連結子会社)に商号変更

平成20年10月株式会社山口井筒屋が山口店を開店

平成21年２月

平成21年８月

平成21年11月

株式会社久留米井筒屋が久留米店を閉店

株式会社飯塚井筒屋が百貨店としての店舗運営を終了

株式会社久留米井筒屋が営業活動を休止
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社８社、関連会社２社で構成され、百貨店事業を主な内容とし、百貨店事業

に付随、関連する友の会事業等の事業活動を展開しております。

当グループの事業に関する位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、セグメント

と同一の区分であります。

百貨店業…   当社及び連結子会社㈱コレット井筒屋、㈱山口井筒屋が事業展開しており、当社は㈱コ

レット井筒屋及び㈱山口井筒屋に対し商品の供給を行うほか、商品券の共通使用等営業上

の提携を行っております。

  なお、連結子会社㈱レストラン井筒屋が当社、㈱コレット井筒屋及び㈱山口井筒屋の店舗

内でレストラン部門の経営を、連結子会社㈱井筒屋外商サービスが当社、㈱コレット井筒屋

及び㈱山口井筒屋の外商セールス業務及び慶弔ギフトの販売、国内及び輸入製品の卸売を、

店舗内の清掃を非連結子会社井筒屋サービス㈱が行っております。

　また、関連会社㈱エビスは当社に対し、駐車場の管理及び店舗・事務所の賃貸を行ってお

り、連結子会社㈱久留米井筒屋及び非連結子会社㈱エクリュ・ジャポンが不動産の管理を

行っております。

友の会事業… 百貨店各社に対し連結子会社㈱井筒屋友の会は前払式の商品販売の取次を行っておりま

す。

その他　　… 関連会社西日本コンピュータ㈱が情報処理サービス業を行っております。

　

（注）㈱井筒屋外商サービスを存続会社として、前連結会計年度まで非連結子会社であった㈱井筒屋総

合保険を平成23年６月30日付で、連結子会社であった井筒屋商事㈱を平成23年７月20日付で吸収

合併しております。
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４ 【関係会社の状況】

　

名　称 住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権の

所有割合

(％)

役員の

兼任

(人）

資金援助
営業上の

取引

設備の
賃貸借

（連結子会社） 　 　 　 　 　 　 　 　

㈱コレット井筒屋
北九州市
小倉北区

100百貨店業 100.0 2 債務保証

商品供給及び
商品券共通使
用
 

事務所の賃
貸

㈱久留米井筒屋
福岡県
久留米市

100
 百貨店業　　(不
動産の管理)

100.0 ―
設備・運転資金
の貸付及び債務
の引受

　　　―
店舗設備の
賃貸

㈱山口井筒屋
山口県
山口市

50百貨店業 100.0 3
設備・運転資金
の貸付及び債務
保証

商品供給及び
商品券共通使
用　

店舗敷地の
賃貸(宇部
店）

㈱レストラン井筒屋
北九州市
小倉北区

10
百貨店業
(飲食業)

100.0 1
設備・運転資金
の貸付

レストラン部
門の経営

事務所の賃
貸

㈱井筒屋友の会
北九州市
小倉北区

50
友の会事業
(前払式特定取
引業)

100.0
(8.0)

1 ―
友の会買物券
取引

事務所の賃
貸

㈱井筒屋外商サービス
北九州市
小倉北区

10

百貨店業
(外商セールス
業務、慶弔ギフ
トの販売、国内
及び輸入製品の
卸売)

100.0 3 運転資金の貸付

外商セールス
業務、国内及び
輸入製品の卸
売

事務所の賃
貸

(持分法適用関連会社) 　 　 　 　 　 　 　 　

西日本コンピュータ㈱
北九州市
小倉北区

30
その他
(情報処理サー
ビス業)

37.3 2 ― ― ―

㈱エビス
北九州市
小倉北区

50
百貨店業
(駐車場の経営
及び不動産業)

29.0 ―
設備・運転資金
の貸付

駐車場の業務
委託

店舗及び事
務所の賃借

(注) １　事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。なお、(　)内は具体的な事業内容
　であります。
２　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有で内数であります。
３　重要な債務超過会社及び債務超過の金額は次のとおりであります。

　 会社名 債務超過の金額(百万円)

㈱久留米井筒屋 8,301

㈱レストラン井筒屋 1,013

　

４　売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）が連結売上高の10％を超える連結会社の「主要な損益情報

等」は次のとおりであります。

　 　 　 　 （単位：百万円）

会社名 売上高 経常利益 当期純利益 純資産額 総資産額

㈱コレット井筒屋 12,026 224 △22 △801 2,339

㈱山口井筒屋 9,790 89 75 △339 5,091
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成24年２月29日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

百貨店業 1,205(338)

友の会事業 2(―）

合計 1,207(338)

(注)　従業員は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成24年２月29日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

723(213) 42.3 11.7 2,758,989

　

セグメントの名称 従業員数(人)

百貨店業 723(213)

合計 723(213)

(注) １　従業員数は就業人員であり、出向受入者31人を含み、他社への出向者79人を含めておりません。また臨時従業員

数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員の従業員を含み、派遣社員を除いております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループには山口井筒屋労働組合(組合員数139人)及びコレット井筒屋労働組合（組合員数　 

168人）があり、それぞれ日本サービス・流通労働組合連合に加盟しております。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当期におけるわが国経済は、東日本大震災後、生産を中心に景気持ち直しの動きが続いておりましたも

のの、欧州の財政金融危機をはじめ、悪化する経済環境を背景に、本格的な景気回復に至らぬ状況にあり

ます。

　百貨店業界におきましても、個人消費の動向は依然として厳しく、全国的に売上高は伸び悩む状況にあ

ります。

　このような状況の下、当社グループでは、各店舗の競合環境の変化を踏まえ、売上高の減少が続いても、

安定的に利益が計上できる収益構造に経営体質を転換し、効率的な百貨店モデルの構築を目指した「井

筒屋グループ中期３ヵ年経営計画」を推進いたしております。計画２年目となる当期におきましても、効

率的な販促活動、顧客戦略および売場運営等により、店舗のコスト構造を抜本的に見直すなど、収益の改

善に努めてまいりました。

　一方、財務面におきましては、昨年12月に当社黒崎店別館を、本年１月に久留米井筒屋店舗跡地を売却す

るなど、遊休資産の処分を進め、キャッシュ・フローの増大に努めてまいりました。

当期における当社グループの業績につきましては、売上高は882億15百万円（前連結会計年度比

97.4％）となりましたものの、継続したコスト削減効果により、営業利益は34億73百万円（前連結会計年

度比106.3％）、経常利益は28億60百万円（前連結会計年度比111.0％）と前年を上回る結果となりまし

た。当期純利益は、固定資産の「減損損失」５億50百万円、「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響

額」４億６百万円等を特別損失に計上したことにより、19億６百万円（前連結会計年度比76.1％）とな

りました。

　

①　百貨店業

当社グループの主要な事業であります百貨店業におきましては、「お客様第一主義」を基本として、品

揃えの強化を進めるとともに、販売サービスの向上をはかり、ライフスタイルや商環境の変化への対応強

化に取り組んでまいりました。

　本店におきましては、昨年３月に“ナチュラル＆オーガニックコスメ”をセレクトした「エクラ　　ナ

チュレ」を新規オープンし、11月に「グッチ」、本年３月には「ルイ・ヴィトン」をリニューアルオープ

ンいたしました。また、黒崎店におきましても、昨年10月、「黒崎井筒屋新店舗開店10周年記念大誕生祭」

や、地元商店街との共同イベントを企画するなど、集客力の向上に努めてまいりました。

コレットにおきましては、引き続き本店との品揃え面での棲み分けを目指し、昨年４月に若者に人気の

セレクトショップ「ビューティー＆ユース　ユナイテッドアローズ」を、９月にカジュアルブランド

「イッツインターナショナル」を新規オープンいたしました。また、20代の女性をターゲットにした「コ

コガールズ」では、昨年11月に新たなブランドを導入するなど、集客力の強化に努めてまいりました。

　山口店におきましては、今まで以上に地元の顧客ニーズに目を向けた品揃えの充実をはかり、来店頻度

の向上を目指すべく、物産催事への取り組みを強化してまいりました。また、顧客の固定化を目指し、昨年

４月より、毎月15日に当社ハウスカードであるウィズカード会員を対象とした「いいご縁の日」を開催

いたしております。

当社グループにおきましては、顧客基盤の強化をはかるべく、ウィズカードの会員獲得を強力に推進す

るとともに、「金利手数料０キャンペーン」を実施するなど、さらなるサービス向上に努めてまいりまし
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た。

　また、震災復興支援といたしましては、昨年６月、本店にて「東北みちのく物産展」、黒崎店では東北３

県の後援による物産催事を開催し、多くの方々にご賛同いただきました。

業績につきましては、厳しい消費環境の中、売上高は882億15百万円（前連結会計年度比97.5％）とな

りましたが、継続したコスト削減効果により、37億13百万円（前連結会計年度比104.9％）の営業利益と

なりました。　　　　

　②　友の会事業

株式会社井筒屋友の会が前払式の商品販売の取次をおこなっており、外部顧客に対する売上高はなく、

業績につきましては、19百万円の営業損失（前連結会計年度は12百万円営業損失）であります。　

　

※前連結会計年度比につきましては、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度において用

いた報告セグメントの区分に組替えた金額と比較しております。　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて13億20百万円増加し、57億61百万

円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費等により36億81百万円

の資金収入となりました（前連結会計年度は21億65百万円の資金収入）。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却により７億99百万円の資金収入と

なりました（前連結会計年度は２億50百万円の資金収入）。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金と割賦債務の返済により31億96百万円の資金支

出となりました（前連結会計年度は14億72百万円の資金支出）。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

また、当社及び当社の連結子会社は、百貨店及び友の会事業を行っており、生産及び受注については該

当事項はありません。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

百貨店業 65,957 98.2

友の会事業 ― ―

合計 65,957 98.2

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

     ３　前年同期比につきましては、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度において用いた報告セグメン

トの区分に組替えた金額と比較しております。　　

　
(2) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

友の会事業におきましては、株式会社井筒屋友の会が当社グループの百貨店業に対して前払式の商品

販売の取次を行っており、販売実績はありません。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

百貨店業 88,215 97.4

友の会事業 ― ―

合計 88,215 97.4

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

     ３　前年同期比につきましては、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度において用いた報告セグメン

トの区分に組替えた金額と比較しております。　　
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３ 【対処すべき課題】

今後の経済環境につきましては、東日本大震災の影響をはじめ依然として厳しい状況にある中で、各種の

政策効果等を背景に、景気の緩やかな持ち直しが期待されますものの、海外景気の下振れリスクや、電力供

給の制約、原子力災害の影響等が懸念される状況にあります。

当社グループを取り巻く環境につきましても、消費が伸び悩む中、業種業態を超えた競合もあいまって、

より一層厳しさを増している状況にあります。

　このような状況の下、当社グループでは、「井筒屋グループ中期３ヵ年経営計画」を推進いたしておりま

すが、計画最終年度の現在、対処すべき課題として位置づけておりますものは、次のとおりであります。

① コスト構造改革の継続

　今後も厳しい経済環境が継続するという認識の下、売上減少トレンドにおいても営業利益を確保　　　　でき

る抜本的なコスト構造の見直しを、引き続きおこなっております。

　投資や費用に対しても、「投資・コスト監理委員会」において、限られた経営資源で最大限の効果を上げ

る施策を検討・実施・検証しております。

② 店舗収益力の向上

　各店の店舗戦略に基づき、さらなる効率的な販促活動と売場運営の見直しを引き続きおこなっておりま

す。具体的には、各種データに基づく催物別の収支検証、カード顧客に対する効率的なアプローチの検討、不

採算売場の改廃等を実施して、店舗の収益力向上に努めております。

③ 商品力の強化

商品力の強化を目指し、昨年３月にＭＤ統括部を新設いたしました。ＭＤ統括部は当社グループ百貨店全

店を統括し、各店の商品政策を企画・立案・推進いたしております。

　厳しい競合環境の中でも商品調達力を強化することで、お客様から支持される品揃えに努めております。

　
　「井筒屋グループ中期３ヵ年経営計画」は計画を上回る実績で推移しておりますが、計画最終年度となり

ます本年におきましても、当社グループ一丸となって取り組み、収益力の向上と財務体質のさらなる強化に

努めてまいります。
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４ 【事業等のリスク】

　

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、下記記載のリスク項目は、当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものではありませ

ん。

また、本項における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

(1) 商圏動向に関するリスク

当社グループは北部九州、山口地域を中心として活動しており、その業績は地域の気候状況、景気動向、

消費動向、および同業・異業種の小売業他社との競争状況、地域の再開発事業等の影響を受けます。した

がって、これらの要因は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 営業基盤に関するリスク

当社グループの業績の中で、当社が高い割合を占めるため、当社の業績動向が当社グループに大きな影

響を与える可能性があります。

(3) 商品取引に関するリスク

当社グループの取扱商品の中で、食品においては、消費者の食品に対する不安が高まり当社グループの

売上に影響を及ぼす可能性があります。また、商品取引において瑕疵ある商品の販売等があった場合、公

的規制や損害賠償責任等による費用の発生や消費者からの信用失墜による売上の減少等、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 各種システムに関するリスク

自然災害や当該データセンターの事故および通信回線や電力供給に障害等が起きた場合、当社の業務

に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 顧客情報の流出に関するリスク

当社グループの顧客情報の管理については、社内規程および管理マニュアルに基づき厳重に管理・運

用を行っておりますが、不測の事故または事件によって顧客情報が外部に流出した場合、当社グループの

社会的信用の失墜を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 公的規制に関するリスク

当社グループは、商品・サービスの提供は景品表示法等、また、商品の仕入れは独占禁止法や下請法等、

出店や増床に関しては大規模小売店舗立地法をはじめとして各種法規制の適用を受けております。当社

グループにおいては内部統制組織を構築し、法令遵守を徹底しておりますが、万一これらの規制を遵守で

きなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 自然災害・事故等に関するリスク

当社グループの主な事業である百貨店業は、店舗による事業展開を行っており、火災・地震・洪水・台

風等の不測の災害または事故によって店舗等事業所に大きな影響を受けた場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

　(8) 減損損失によるリスク

当社グループの資産価値が下落した場合や事業の収益性が悪化した場合には、減損損失が発生し、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(9) 中期経営計画に基づく経営目標が達成できない場合に関するリスク

売上高の減少が継続しても、安定的に利益を計上できる収益構造に転換し、効率的な百貨店モデルの構

築を目指すため、「井筒屋グループ中期３ヵ年経営計画（平成22年度～平成24年度）」を策定いたしま

した。

中期経営計画の数値目標に対し、進捗状況を逐次確認しながら目標達成に向け取り組んでおります。し

かしながら、商環境の変化その他様々な要因により目標を達成できない可能性もあります。

(10) 資金繰りに関するリスク

当社及び一部の連結子会社は、借入先金融機関より借入金元本について、平成25年２月末日までの返済

期限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいただいており、平成

25年３月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関に提案の上、別途合意を取得する予定とし

ておりますが、当合意が得られない場合には、当社グループの資金繰りに影響を及ぼす可能性がありま

す。

(11) 金利の変動に関するリスク

当社グループは、有利子負債などについて金利の変動リスクを負っており、その変動により経

営成績および財政状態等に影響を与える可能性があります
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５ 【経営上の重要な契約等】

　　該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

  該当事項はありません。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表作成に際し、経営者は決算日における資産・負債の数値、並びに報告期間

における収入・費用の報告数値に影響を与える様々な要因・仮定に対し、継続して可能な限り正確な見

積りと適正な評価を行っております。

(2) 経営成績の分析

　①　概況

売上高は882億15百万円(前期比97.4％)となりましたものの、継続したコスト削減効果により、営業

利益は、34億73百万円(前期比106.3％)、経常利益は28億60百万円(前期比111.0％)、当期純利益は、19億

６百万円(前期比76.1％)となりました。

②　売上高

当連結会計年度の百貨店業の売上高は882億15百万円となりました。

また、当連結会計年度の友の会事業は、当社グループの百貨店業に対して前払式の商品販売の取次を

行っており、売上高はありません。

③　販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、継続したコスト削減に努めましたこと等により、187億２百万円となり、前

連結会計年度に比べ９億８百万円（△4.6％）減少いたしました。

④　営業外損益

営業外損益は、主に商品券回収損失引当金繰入額が99百万円減少しましたことにより、６億13百万円

の損失となり、前連結会計年度に比べ77百万円改善いたしました。

⑤　特別損益

特別損益は、10億５百万円の損失となり、前連結会計年度に比べ９億75百万円損失が増加いたしまし

た。

当連結会計年度は固定資産売却益１億67百万円など特別利益を１億91百万円計上する一方、固定資

産の「減損損失」５億50百万円、「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」４億６百万円等を特

別損失に計上いたしました。
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(3) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べ17億60百万円減少し、693億50百万円となりまし

た。これは主に、減価償却および減損損失等により固定資産が30億25百万円減少したことと、現金及び預

金等の増加により流動資産が12億64百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度に比べ42億35百万円減少し、612億73百万円となりました。これ

は主に借入金と税率変更に伴う再評価に係る繰延税金負債の減少によるものであります。　

　純資産は、当期純利益による利益剰余金の計上と、土地再評価差額金の増加により、前連結会計年度末

に比べ24億74百万円増加し、80億77百万円となりました。　　　　　　　　

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ13億20百万円増加し57億61百万円とな

りました(前連結会計年度は44億41百万円)。これらの要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益（18億55百万

円）と減価償却費（16億94百万円）等により36億81百万円の資金収入（前連結会計年度は21億65百万

円の資金収入）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却（７億63百万

円）等により７億99百万円の資金収入（前連結会計年度は２億50百万円の資金収入）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済(26億10百万円)と割賦

債務の返済(４億16百万円)により、31億96百万円の資金支出（前連結会計年度は14億72百万円の資金

支出）となりました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体３億24百万円の設備投資を実施いたしま

した。

百貨店業においては、当社本店の売場リニューアルにより2億59百万円、㈱コレット井筒屋の売場リ

ニューアルにより50百万円の設備投資を行いました。　

なお、所要資金は自己資金によっております。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　

事業所名
(所在地)

セグメント

の名称
設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(人)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

有形リース資

  産

無形リース

資   産
その他 合計

本店
(北九州市小倉北区)
　　　　　

百貨店業 店舗等 11,051
17,439
(9,162)

165 279 11629,052
494
[88]

黒崎店
(北九州市八幡西区)
　　　　　　

百貨店業 店舗 360
―
(―)

― ― 20 380
168
[51]

「井筒屋アネックス
―１」
(北九州市八幡西区)

百貨店業 店舗 445
1,109
(2,090)

― ― 1 1,557
19
[4]

黒崎商品センター
(北九州市八幡西区)

百貨店業
商品セン
ター

65
394

(6,614)
― ― 0 460

―
[―]
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(2) 国内子会社

　

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(人)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

その他 合計

㈱コレット井筒
屋     

コレット店
(北九州市小倉北区)

 百貨店業  店舗 91
―
(―)

14 106
97
[42]

㈱山口井筒屋
　　　　

山口店等
(山口県山口市等)

 百貨店業  店舗 1,278
671
(790)

64 2,014
132
[76]

(注) １　帳簿価額には、建設仮勘定及び消費税等は含まれておりません。

２　帳簿価額の「その他」の主な内容は、工具・器具及び備品であります。

３　従業員数の［　］は、臨時従業員数を外書しております。

４　上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。

(1)　提出会社

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容
年間賃借料
(百万円)

黒崎店
(北九州市八幡西区)

百貨店業 店舗建物等 734

本店等
(北九州市小倉北区等)

百貨店業 事務什器等 107

　

(2)　国内子会社

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容
年間賃借料
(百万円)

㈱コレット井筒屋
本店
(北九州市小倉北区)

百貨店業 店舗建物等 991

㈱山口井筒屋
山口店等
(山口県山口市等)

百貨店業 店舗建物等 327

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出
会社

本店
(北九州市
小倉北区)

百貨店業
リニュー
アル工事

412 4 自己資金
平成24年
２月

平成24年
３月

　 ―

本店
(北九州市
小倉北区)

百貨店業
漏電遮断
器設置工
事

333 ― 自己資金
平成24年
３月

平成24年
５月

　 ―

本店
(北九州市
小倉北区)

百貨店業

本館客用
エレベー
ター改修
工事

129 ― 自己資金
平成24年
８月

平成24年
11月

　 ―

(注)  上記の金額に消費税等は含まれておりません。

　

(2) 重要な設備の除却等

 重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在発行数(株)
(平成24年２月29日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年５月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 114,804,953 114,804,953
東京証券取引所
(市場第一部)
福岡証券取引所

単元株式数は
1,000株で
あります。

計 114,804,953 114,804,953― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　　　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成17年３月１日～
平成18年２月28日

19,711,458114,804,9531,505,87810,532,1681,494,12111,904,338

　

　

(6) 【所有者別状況】

平成24年２月29日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 27 46 165 31 7 11,11511,391 ―

所有株式数
(単元)

― 20,2923,72715,7813,332 14 71,258114,404400,953

所有株式数
の割合(％)

― 17.73 3.25 13.79 2.91 0.01 62.28100.00 ―

　 (注) １　自己株式151,994株は、「個人その他」に151単元および「単元未満株式の状況」に994株を含めて記載してお

ります。

２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

平成24年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

西日本鉄道株式会社 福岡市中央区天神１丁目１１－１７ 10,520,418 9.2

井筒屋共栄持株会 北九州市小倉北区船場町１－１ 6,661,000 5.8

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 3,682,937 3.2

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神２丁目１３－１ 3,349,100 2.9

日本証券金融株式会社 東京都中央区茅場町１丁目２－１０ 1,482,000 1.3

株式会社北九州銀行 福岡県北九州市小倉北区堺町１丁目１－１０ 1,398,477 1.2

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１丁目２８番１号 1,103,164 1.0

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）(注)1

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 1,048,000 0.9

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 996,000 0.9

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）(注)2

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 937,000 0.8

計 ― 31,178,096 27.2

(注) １　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４)の主要株式数1,048,000株は信託業務に係る株式で

　　　　あります。

２　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の主要株式937,000株は信託業務に係る株式でありま

す。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年２月29日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式普通株式　　　

　　　　　　
151,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 114,253,000 114,253　　　　　 同上

単元未満株式 普通株式 400,953 ― 　　　　　 同上

発行済株式総数 　 114,804,953― ―

総株主の議決権 ― 114,253 ―

(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権6個)含まれて

おります。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式994株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年２月29日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社井筒屋

北九州市小倉北区船場町
１番１号

151,000― 151,000 0.1

計 ― 151,000― 151,000 0.1

　

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　　 【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

　

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 3,150 0

当期間における取得自己株式 106 0

(注) 1　取得自己株式は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2　当期間における取得自己株式には、平成24年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買    

取りによる株式数は含めておりません。

　
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 151,994 ─ 152,100 ─

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成24年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

　　　りによる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

剰余金の配当につきましては、財務体質の強化ならびに当該期の収益状況および先行きの見通しなどを

踏まえ、安定的に配当をおこなうことができることを基本方針といたしております。

また、機動的な配当をおこなうことを可能にすべく、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める

事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会決議によらず取締役会決議により、毎年２

月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対しおこなう旨を定款に定めて

おり、配当をおこなう回数については取り決めておりません。

　当社は、平成22年４月に井筒屋グループ中期３ヵ年経営計画を策定し、全力を挙げて業績向上に取り組ん

でまいりました結果、業績は計画を上回る実績で推移いたしております。

　しかしながら、剰余金の配当につきましては、経済情勢の変動に耐え得る内部留保と、累積損失の解消が当

面の課題でありますとともに、適法かつ適正にその原資とし得る分配可能額の確保に至っておらず、誠に申

し訳なく存じますが無配とさせていただきます。

引き続き復配に向け、業績向上に鋭意努力してまいりますので、何卒、ご了承賜りますようお願い申し上

げます。　　　　　　　

　

　

４ 【株価の推移】

　

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期

決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

最高(円) 177 119 70 83 74

最低(円) 78 41 31 32 38

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年
９月

10月 11月 12月
平成24年
１月

２月

最高(円) 52 48 45 51 52 65

最低(円) 45 45 40 41 42 47

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行
役員

営業本部長 影　山　英　雄 昭和27年11月５日生

昭和50年４月 当社入社

(注３) １３

平成７年２月 当社本店紳士服部部長

平成11年３月 当社営業本部外販統括室お得意様

外商部ゼネラルマネージャー

平成13年３月 株式会社久留米井筒屋出向（執行

役員待遇）

平成17年９月 当社社長室ゼネラルマネージャー

平成18年５月 当社執行役員

平成22年３月 当社社長執行役員

平成22年５月 当社代表取締役社長執行役員（現

任）

取締役
常務執行
役員

管理本部長 赤　坂　英　典 昭和29年11月21日生

昭和53年４月 当社入社

(注３) ９

平成14年５月 当社人事部ゼネラルマネージャー

平成19年４月 当社黒崎店業務部ゼネラルマネー

ジャー

平成20年１月 当社人事部ゼネラルマネージャー

平成20年５月 当社執行役員

平成23年５月 当社取締役常務執行役員（現任）

取締役
常務執行
役員

本店長
兼

店外事業室長
今　成　博　幸 昭和25年12月20日生

昭和48年４月

平成９年５月

平成11年３月

 
平成15年９月

平成16年５月

平成17年12月

平成22年３月

平成24年３月

平成24年５月

当社入社

当社本店家庭用品事業部事業部長

当社外販統括室店外事業部ゼネラ

ルマネージャー

当社本店次長

当社執行役員

株式会社宇部井筒屋常務取締役

当社黒崎店長

当社常務執行役員(本店長)

当社取締役常務執行役員（現任）

(注３) ４

取締役
執行役員

管理副本部長 光　田　昇　作 昭和30年６月14日生

昭和54年４月

平成13年４月

平成16年４月

平成17年８月

平成19年９月

平成22年３月

平成22年８月

平成23年３月

 
平成23年５月

平成24年５月

株式会社山口銀行入行

同行古市支店支店長

同行審査部次長

同行北九州本部次長

同行小倉東支店支店長

当社グループ財務部長

当社入社

当社経営企画部経営企画担当部長

参与

当社執行役員

当社取締役執行役員（現任）

(注３) 1

取締役 　 前　川　義　広 昭和31年７月17日生

昭和56年４月 西日本鉄道株式会社入社

(注３) ―

平成17年７月 同社自動車事業本部営業部部長

平成20年７月 同社ＩＣカード事業部部長

平成20年12月

平成23年４月

 
平成24年5月

西肥自動車株式会社常務取締役

西鉄バス北九州株式会社代表取締

役社長（現任）

当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

常勤監査役 　 菊　本　泰　彦 昭和27年７月３日生

昭和51年４月 当社入社

(注４) １９

平成８年８月 当社経理部部長

平成17年３月 当社執行役員

平成22年３月 当社管理副本部長（経理・グルー

プ財務担当）兼コスト削減タスク

フォースリーダー

平成23年３月 当社管理副本部長（経理・財務担

当）

平成24年５月 当社常勤監査役（現任）

監査役 　 加　藤　敏　雄 昭和22年10月27日生

昭和46年３月 株式会社山口銀行入行

(注４) ―

平成14年６月 同行取締役

平成17年６月 同行常務取締役

平成19年５月 当社監査役(現任)

平成21年６月

平成23年10月

 

株式会社山口銀行専務取締役

株式会社北九州銀行代表取締役　

頭取（現任）

監査役
　

伊　藤　健　二 昭和25年10月５日生

昭和49年４月

 

平成12年６月

平成13年６月

平成14年６月

平成18年６月

平成21年４月

 

平成22年５月

東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株

式会社）入社

同社執行役員

同社取締役執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役副社長執行役員

(現任）

当社監査役（現任）

（注４） ―

監査役 　 白　川　祐　治 昭和32年１月12日生

昭和56年４月 株式会社福岡銀行入行

（注４） ―

平成16年10月 同行コンサルティング金融室長

平成18年11月 同行ソリューション営業部長

平成21年４月 同行執行役員北九州営業部長

平成23年４月 同行取締役常務執行役員北九州本

部長(現任)

平成23年５月 当社監査役(現任)

計 　 ４７

(注) １　取締役前川義広氏は、社外取締役であります。

２　監査役加藤敏雄、伊藤健二、白川祐治の３氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成24年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４　監査役菊本泰彦氏の任期は、平成24年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

なお、加藤敏雄氏の任期は平成23年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2月期に係る定時株主総

会終結の時まで、伊藤健二氏の任期は平成22年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年2月期に係る

定時株主総会終結の時まで、白川祐治氏の任期は平成23年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2

月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

   (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①  企業統治の体制

　イ．会社の機関の内容

(会社の機関)

当社は監査役制度を採用しており、取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制をはか

るとともに、業務執行上の意志決定機関として執行役員会を設置しております。

取締役会については、社外取締役を含む取締役で構成し、原則月１回開催の他、必要に応じて開催

し、法令に定められた事項・定款に定められた事項・重要な業務執行に関する事項について適法か

つ適正に意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。

　当社は、執行役員制度を導入し、取締役会の機能強化や権限委譲による経営のスピードアップと責

任の明確化をはかり、経営の意思決定と業務執行を分離しております。

執行役員会は、社長執行役員が招集し、執行役員全員が対象であります。原則月３回開催し、主な内

容は取締役会から権限委譲を受けた事項の意思決定と、取締役会附議事項の審議に加え、全執行役員

が業務執行状況の報告を行い、情報の共有化をはかっております。

(取締役の定数と選任要件)

取締役の選任決議については、株主総会において円滑な運営を行うことを目的に、同決議について

は議決権を行使し得る株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行

う旨を、また、同決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、取締役の員

数については、10名以内とする旨を定款で定めており、平成24年度の定時株主総会終結時点での取締

役は５名で、うち社外取締役は１名であります。

(特別決議要件の変更)

会社法第309条第２項に定める決議は、株主総会の円滑な運営を目的に、同決議については議決権

を行使し得る株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨を定款に定めております。

(株主総会決議事項の取締役会決議)

剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、将来、機動的配当を行うこと

を可能にするべく、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議に

よることを定款に定めております。
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　ロ．内部統制システムの整備の状況

　当社は、平成18年５月開催の取締役会にて決議した「内部統制システム構築の基本方針」（平成22

年９月改正）に基づき、グループ全社の内部統制システムの整備を行っております。

具体的には、内部統制室で、コンプライアンスの確保、財務報告の信頼性の確保およびリスクマネ

ジメントの活動を総合的に推進しております。また、業務監査室を設置しており、内部統制システム

の評価活動としての監査も実施しております。

コンプライアンスに関しては、経営理念に基づく「企業行動の基準」、「コンプライアンス規程」

および「コンプライアンスマニュアル」を制定して、全従業員に対する啓蒙活動を行っております。

  さらに、部門毎にコンプライアンス責任者を任命し、活動の実効性を高めております。財務報告の

信頼性の確保につきましては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の基準に準拠

して、体制整備を進めております。

　

②  内部監査及び監査役監査

内部監査については、グループ各社を含む各部門において正しい業務遂行がなされているかを監

査する機関として、業務監査室（スタッフ３名）を設置し、当該部門の業務に関する監査及び改善に

関する提言・助言・勧告を行っており、監査役は内部監査部門である業務監査室と緊密な連携を保

ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受けております。

 また、監査役はこれら監査業務を行うに必要な監査を会計監査人に依頼し、提言・助言・勧告を受

ける等、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携をはかっております。

また、当社は、監査役制度を採用しており、監査役は４名、うち社外監査役は３名であります。監査

役は取締役会その他重要な会議に出席する他、重要な決裁書類を閲覧するなど、監査役会で協議した

方針に従い、取締役会の意思決定と業務執行の状況について監査を行っております。さらに、監査役

会及び監査役の監査に関する事務を処理する専任部署として監査役室を設置し、監査役の業務を補

助すべきスタッフ２名を置いております。
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③  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。　

  　当社は社外取締役を選任し、客観的視点での経営のアドバイスとチェックを受けております。また、

監査役による監査の実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任しております。

　 社外取締役である前川義広氏が代表取締役社長に就任している西鉄バス北九州株式会社は、当社

グループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係があります。

　社外監査役である加藤敏雄氏が専務取締役に就任している株式会社山口銀行フィナンシャルグ

ループならびに代表取締役頭取に就任している株式会社北九州銀行は当社グループの法人顧客であ

り、当社グループとの間に商品販売等の取引関係等があります。また、株式会社北九州銀行は、当社グ

ループの主要な借入先であります。また、同氏が社外監査役に就任している株式会社メイト黒崎と当

社は賃貸借契約を締結しており、当社は同社より黒崎店店舗を賃借しております。

    社外監査役である伊藤健二氏が代表取締役副社長を務めるＴＯＴＯ株式会社は、当社グループの

法人顧客であり、当社グループとの間で商品販売等の取引があります。また、同氏は株式会社東京証

券取引所が掲げるガイドラインに基づき、特に独立性を有するものと認められることから、独立役員

として同社に届け出ております。

    社外監査役である白川祐治氏が取締役常務執行役員に就任している株式会社福岡銀行は、当社グ

ループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があり、同行は当社グループ

の主要な借入先であります。 

　上記の他、当社と社外取締役、社外監査役の間には、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他

の利害関係はありません。 

　
④  責任限定契約の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規程により、同法第423

条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の規

定する最低責任限度額となります。

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 28/114



　

⑤  役員の報酬等

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

40 40 ― ― ― 4

監査役
(社外監査役を除く。)

10 10 ― ― ― 1

社外役員 9 9 ― ― ― 5

　　(注)　 １  上記には、平成23年５月26日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１　　　　

　　　　　　　 名および社外監査役１名を含めております。

　　　　　　 ２　第114回定時株主総会において、退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の支給につきまして

　　　　　　　 は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任される旨決議され

　　　　　　　 ましたが、上記金額には、平成24年５月24日開催の第117回定時株主総会終結の時をもって

　　　　　　　 退任予定の社外取締役１名への当該支給額を含めております。

　　　　　 ３　上記支給額の他、当事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかとなった報酬

　　　　　　　 等について、記載すべき金額はありません。

　　　　　 ４　使用人兼務取締役はおりません。

　　　　　 ５　報酬限度額（月額）取締役18百万円　監査役４百万円

　
ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　　　　連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

　

ハ  役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役、監査役および執行役員の報酬等の決定については、透明性や公平性を担保するた

め、代表取締役及び常勤監査役で構成する「役員業績評定委員会」で予審した内容を取締役会およ

び監査役の決議・協議により、決定しております。
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⑥  株式の保有状況

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                        28銘柄

貸借対照表計上額の合計額     280百万円

　

ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及

び保有目的

(前事業年度)

　　　　　　該当事項はありません。
　

(当事業年度)

　　　　　　該当事項はありません。

　

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

　　　　　　該当事項はありません。

　

⑦  会計監査の状況

　　　　業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

指定有限責任社員・業務執行社員
　　東　　能利生

新日本有限責任監査法人
　　宮本　義三

       (注)　　継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　　　   監査業務に係る補助者の構成

　　　　   公認会計士　１１名　　その他　８名
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

　　　提出会社 36 ─ 36 ―

　　連結子会社 ─ ─ ― ―

計 36 ─ 36 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

　　該当事項はありません。

　

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　　該当事項はありません。

　

　

④ 【監査報酬の決定方針】

　　該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

前連結会計年度(平成22年３月１日から平成23年２月28日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度(平成23年３月１日から平成24年２月29日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

前事業年度(平成22年３月１日から平成23年２月28日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度(平成23年３月１日から平成24年２月29日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成22年３月１日から平

成23年２月28日まで)及び前事業年度(平成22年３月１日から平成23年２月28日まで)並びに当連結会計

年度(平成23年３月１日から平成24年２月29日まで)及び当事業年度(平成23年３月１日から平成24年２

月29日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、新日本有限責任監査法人により監査を受けており

ます。

　

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握できるための体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に

加入し、監査法人や各種団体の開催するセミナーに参加しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,471 5,811

受取手形及び売掛金 1,851 1,940

有価証券 14 14

商品 3,840 3,759

貯蔵品 18 24

その他 780 692

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,978 12,242

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※１
 55,177

※１
 54,360

減価償却累計額 △39,734 △40,178

建物及び構築物（純額） 15,443 14,181

土地 ※１, ※３
 25,363

※１, ※３
 24,321

リース資産 318 322

減価償却累計額 △92 △156

リース資産（純額） 225 165

建設仮勘定 － 4

その他 3,118 2,989

減価償却累計額 △2,745 △2,715

その他（純額） 373 274

有形固定資産合計 41,405 38,948

無形固定資産

リース資産 385 279

その他 287 210

無形固定資産合計 672 489

投資その他の資産

投資有価証券 ※１, ※２
 1,660

※１, ※２
 1,649

長期貸付金 11,602 11,339

差入保証金 4,123 4,069

繰延税金資産 175 175

その他 625 582

貸倒引当金 △132 △148

投資その他の資産合計 18,055 17,669

固定資産合計 60,133 57,108

資産合計 71,111 69,350
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,332 7,285

短期借入金 ※１, ※４
 2,181

※１, ※４
 2,113

リース債務 169 170

未払法人税等 57 46

前受金 ※１
 6,844

※１
 6,760

ポイント金券引当金 248 240

設備関係支払手形 438 301

その他 ※１
 4,812

※１
 4,399

流動負債合計 22,085 21,317

固定負債

長期借入金 ※１, ※４
 35,005

※１, ※４
 32,463

リース債務 441 275

繰延税金負債 6 12

再評価に係る繰延税金負債 ※３
 4,341

※３
 3,737

退職給付引当金 1,268 1,229

商品券回収損失引当金 716 742

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 230 139

関係会社事業損失引当金 44 25

資産除去債務 － 406

負ののれん 578 380

長期設備関係支払手形 548 324

預り保証金 203 185

その他 37 32

固定負債合計 43,423 39,955

負債合計 65,508 61,273

純資産の部

株主資本

資本金 10,532 10,532

資本剰余金 11,904 11,904

利益剰余金 △22,401 △20,367

自己株式 △21 △21

株主資本合計 13 2,047

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15 28

土地再評価差額金 ※３
 5,572

※３
 6,001

その他の包括利益累計額合計 5,588 6,029

純資産合計 5,602 8,077

負債純資産合計 71,111 69,350
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

売上高 90,566 88,215

売上原価 ※１
 67,686

※１
 66,038

売上総利益 22,879 22,176

販売費及び一般管理費

販売促進費 1,571 1,482

ポイント金券引当金繰入額 212 209

宣伝費 900 973

役員報酬及び給料手当 5,384 5,016

退職給付費用 169 180

法定福利及び厚生費 978 886

賃借料 3,547 3,371

減価償却費 1,832 1,668

その他 5,015 4,914

販売費及び一般管理費合計 19,610 18,702

営業利益 3,268 3,473

営業外収益

受取利息 253 248

持分法による投資利益 59 －

協賛金収入 28 53

負ののれん償却額 198 198

未回収商品券受入益 309 231

受取賃貸料 359 342

その他 240 180

営業外収益合計 1,449 1,253

営業外費用

支払利息 890 837

持分法による投資損失 － 2

売上割引 412 403

地代家賃 － 194

商品券回収損失引当金繰入額 303 204

その他 533 224

営業外費用合計 2,140 1,866

経常利益 2,577 2,860
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

特別利益

固定資産売却益 － ※２
 167

投資有価証券売却益 7 －

役員退職金返上益 67 －

貸倒引当金戻入益 18 1

PCB廃棄物処理費用引当金戻入益 － 2

関係会社事業損失引当金戻入益 ※３
 403

※３
 19

特別利益合計 496 191

特別損失

固定資産売却損 ※４
 4 －

固定資産除却損 ※５
 64

※５
 154

減損損失 ※６
 375

※６
 550

投資有価証券評価損 4 －

関係会社株式評価損 － 9

会員権売却損 13 －

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金繰入額 24 －

子会社整理損 2 －

構造改革費用 36 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 406

退職給付制度終了損 － 75

特別損失合計 526 1,196

税金等調整前当期純利益 2,547 1,855

法人税、住民税及び事業税 43 17

法人税等調整額 － △67

法人税等合計 43 △50

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,906

当期純利益 2,503 1,906
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【連結包括利益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,906

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 14

土地再評価差額金 － 533

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1

その他の包括利益合計 － ※２
 546

包括利益 － ※１
 2,452

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 2,452

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

株主資本

資本金

前期末残高 10,532 10,532

当期末残高 10,532 10,532

資本剰余金

前期末残高 11,904 11,904

当期末残高 11,904 11,904

利益剰余金

前期末残高 △24,904 △22,401

当期変動額

合併による増加 － 22

当期純利益 2,503 1,906

土地再評価差額金の取崩 － 105

当期変動額合計 2,503 2,033

当期末残高 △22,401 △20,367

自己株式

前期末残高 △21 △21

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △21 △21

株主資本合計

前期末残高 △2,489 13

当期変動額

合併による増加 － 22

当期純利益 2,503 1,906

土地再評価差額金の取崩 － 105

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,503 2,033

当期末残高 13 2,047

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 38/114



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 17 15

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 12

当期変動額合計 △1 12

当期末残高 15 28

土地再評価差額金

前期末残高 5,572 5,572

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 428

当期変動額合計 － 428

当期末残高 5,572 6,001

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 5,590 5,588

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 441

当期変動額合計 △1 441

当期末残高 5,588 6,029

純資産合計

前期末残高 3,100 5,602

当期変動額

合併による増加 － 22

当期純利益 2,503 1,906

土地再評価差額金の取崩 － 105

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 441

当期変動額合計 2,501 2,474

当期末残高 5,602 8,077
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,547 1,855

減価償却費 1,917 1,694

減損損失 375 550

負ののれん償却額 △198 △198

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 16

ポイント金券引当金の増減額（△は減少） △50 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △170 △114

商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） 139 26

PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） 19 △91

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △420 △19

受取利息及び受取配当金 △256 △249

支払利息 890 837

持分法による投資損益（△は益） △59 2

その他の営業外損益（△は益） △13 －

投資有価証券売却損益（△は益） △7 －

役員退職金返上益 △67 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 406

退職給付制度終了損 － 75

固定資産売却損益（△は益） 4 △167

固定資産除却損 65 151

関係会社株式評価損 － 9

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

会員権売却損益（△は益） 13 －

子会社整理損 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 163 △74

たな卸資産の増減額（△は増加） 560 76

仕入債務の増減額（△は減少） △185 △47

未払消費税等の増減額（△は減少） 28 △136

その他の資産の増減額（△は増加） 212 93

その他の負債の増減額（△は減少） △1,167 △382

小計 4,325 4,306

利息及び配当金の受取額 256 250

利息の支払額 △887 △836

早期割増退職金の支払額 △1,387 －

役員退職慰労金の支払額 △92 －

法人税等の支払額 △50 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,165 3,681

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 40/114



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △123 △151

定期預金の払戻による収入 123 131

有価証券の売却による収入 19 －

有形固定資産の取得による支出 △223 △237

有形固定資産の売却による収入 43 763

無形固定資産の取得による支出 △6 △7

投資有価証券の売却による収入 64 0

長期貸付けによる支出 △70 △7

長期貸付金の回収による収入 368 269

会員権の売却による収入 12 －

差入保証金の差入による支出 △18 △0

差入保証金の回収による収入 60 52

資産除去債務の履行による支出 － △16

その他の増減額（△は増加） － 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 250 799

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △890 △2,610

リース債務の返済による支出 △161 △169

割賦債務の返済による支出 △421 △416

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,472 △3,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 942 1,284

現金及び現金同等物の期首残高 3,498 4,441

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 35

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 4,441

※１
 5,761
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【継続企業の前提に関する注記】

        該当事項はありません。
　

　【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

１　連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数　7社

　　　連結子会社の名称

　　 ㈱コレット井筒屋、㈱久留米井筒屋、㈱山口井筒屋、

㈱レストラン井筒屋、㈱井筒屋友の会、井筒屋商事

㈱、㈱井筒屋外商サービス

　　　なお、前連結会計年度まで連結子会社であった㈱飯

塚井筒屋、㈱エッグ及び㈱井筒屋ファッション

サービスは、平成23年２月28日に清算結了により

消滅したため、連結の範囲から除外しております。

なお、清算結了時までの損益計算書については連

結しております。

１　連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数　6社

　　　連結子会社の名称

　　 ㈱コレット井筒屋、㈱久留米井筒屋、㈱山口井筒屋、

㈱レストラン井筒屋、㈱井筒屋友の会、㈱井筒屋外

商サービス

　　　なお、㈱井筒屋外商サービスを存続会社として、前

連結会計年度まで非連結子会社であった㈱井筒屋

総合保険を平成23年６月30日付で、連結子会社で

あった井筒屋商事㈱を平成23年７月20日付で吸収

合併しております。　

　(2) 非連結子会社の名称等

　　　主要な非連結子会社は、井筒屋サービス㈱でありま

す。

　(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社　井筒屋サービス㈱ 、㈱エクリ

ュ・ジャポン

　(連結の範囲から除いた理由)

　　非連結子会社３社は、いずれも小規模会社であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う

額)等の合計額が、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため、連結の範囲から除外いたしました。

　(連結の範囲から除いた理由)

　　非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う

額)等の合計額が、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため、連結の範囲から除外いたしました。

２　持分法の適用に関する事項

　(1) 持分法適用の関連会社数　２社

　　　西日本コンピュータ㈱、㈱エビスであります。

２　持分法の適用に関する事項

　(1) 持分法適用の関連会社数　２社

　　　西日本コンピュータ㈱、㈱エビス

　(2) 持分法を適用していない次の非連結子会社につい

ては当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外しております。

　　　　非連結子会社　井筒屋サービス㈱外２社

 

　(2) 持分法を適用していない次の非連結子会社につい

ては当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外しております。

非連結子会社　井筒屋サービス㈱ 、㈱エクリ

ュ・ジャポン

 
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社の事業年度は、すべて親会社と同一であり

ます。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　同左

　

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 42/114



　
　 前連結会計年度

(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券

　　　　その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法に

よっております。(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、移動平均

法により算定)

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券

　　　　その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

　　②　たな卸資産

　　　　商品

　　　　売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)により評価しております。

  

　　　　貯蔵品

　　　　 先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)により評価しております。 

　　②　たな卸資産

　　　　商品

　　　　　　同左　  

 

 

　　　　貯蔵品

　　　　　　同左　

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　定率法(一部の連結子会社は定額法)によっておりま

す。

　　　　ただし、建物(建物付属設備を除く)については定額

法によっております。

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　建物及び構築物　　　　　　　10年～34年

　　　　工具、器具及び備品(その他)　５年～８年

 

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　定率法によっております。　

　　　　ただし、建物（建物附属設備を除く）については定

額法によっております。

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 
　　　　建物及び構築物　　　　　　　10年～34年

　　　　工具、器具及び備品(その他)　５年～８年

　 ②　ソフトウェア（リース資産を除く）

　　　 自社利用のソフトウェアについては、社内にお

　　 ける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用し

　　 ております。

 

    ②　ソフトウェア（リース資産を除く）

          同左

   ③  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成21年２月　　　28日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

    ③  リース資産

　同左

 　 ④　長期前払費用

     　　定額法によっております。

    なお、償却期間については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

 

　　④　長期前払費用

 　　　　　同左
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前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

(3) 重要な引当金の計上基準
　①　貸倒引当金

当連結会計年度末に有する売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。
 

(3) 重要な引当金の計上基準
 ①　貸倒引当金
          同左
         

　②　賞与引当金

　　　  従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち

当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。ただし、平成23年度夏季賞与については負担す

べき支給見込額がないため、賞与引当金を計上し

ておりません。
 

 ②　賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。ただし、平成24年度夏季賞与については負担すべ

き支給見込額がないため、賞与引当金を計上してお

りません。
 

　③　ポイント金券引当金

ポイント金券の発行に備えるため、当連結会計

年度末におけるポイント残高に対する将来の金券

発行見積額のうち費用負担となる原価相当額を計

上しております。
 

 ③　ポイント金券引当金　　　　

　　　　　同左
 

　④　退職給付引当金

　　 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
　 末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
　 づき、当連結会計年度末において発生していると認
　 められる額を計上しております。
　　 会計基準変更時差異は、15年による均等額を費用
　 処理しております。
　　 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に
　 おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　 (11年)による定額法により按分した額を、それぞれ
　 発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　　 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存
　 勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法によ
　 り費用処理しております。
 (会計方針の変更)　
　　　当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計
　　基準」の一部改正(その３)」(企業会計基準第19号
　　平成20年７月31日)を適用しております。
　　　なお、これによる損益に与える影響はありませ
　　ん。
 
 
　⑤　商品券回収損失引当金
　　負債計上を中止した商品券の将来回収時に発生す
　る損失に備えるため、過去の実績に基づく回収見込
　額を計上しております。
 
　⑥　ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金
　　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推　
　進に関する特別措置法」によるＰＣＢ廃棄物の適
　正処理に要する支出に備えるため、将来の廃棄物
　処理に係る負担見込額を計上しております。
 

 ④  退職給付引当金
　　 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
　 末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結
　 会計年度末において発生していると認められる額を
　 計上しております。
　　 会計基準変更時差異は、15年による均等額を費用
　 処理しております。
　　 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に
　 おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　 (11年)による定額法により按分した額を、それぞれ
　 発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　　 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存
　 勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法によ
　 り費用処理しております。
 
（追加情報）

平成23年12月30日をもって確定給付型の閉鎖型
年金制度を終了したため、「退職給付制度間の移行
等に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第１
号）を適用し、退職給付制度終了損75百万円を特別
損失に計上しております。

 
 ⑤　商品券回収損失引当金
　　　　同左
 
 

 ⑥　ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金
　　　　同左
 
 

　⑦　関係会社事業損失引当金
　　　関係会社に対する損失に備えるため、損失見込
　　額を計上しております。

 ⑦　関係会社事業損失引当金
　　　　同左　
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前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

――――――― (4) 負ののれんの償却方法及び償却期間
負ののれんの償却については、６年間の定額法に

より償却しております。

――――――― (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範
囲　
連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し
可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動についとぇ僅少なリスクしか負わない取得日か
ら３ケ月以内に償還期限が到来する短期投資から
なっております。

 
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
　　　　消費税等の会計処理

　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

　　　によっております。

 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
　　　　消費税等の会計処理　　
　　　　　同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。

 

―――――――

６ 負ののれんの償却方法及び償却期間

負ののれんの償却については、６年間の定額法

により償却しております。

 

―――――――

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　連結キャッシュ・フロー計算書における資金

　　(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き

　　出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

　　かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

　　負わない取得日から３ケ月以内に償還期限が

　　到来する短期投資からなっております。

―――――――
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【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

                ―────―――― （資産除去債務に関する会計基準等）

　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計
基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及
び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）
を適用しております。
　これにより、営業利益は７百万円、経常利益は８百万
円、税金等調整前当期純利益は414百万円減少してお
ります。
 

                ―────―――― 　(「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関
連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用)
　当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」
（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及
び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の
取扱い」(実務対応報告第24号　平成20年３月10日）
を適用しております。これによる連結財務諸表に与え
る影響はありません。

　

　【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

                ―――────――  （連結損益計算書関係）                 
１　地代家賃
　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に
含めて表示しておりました「地代家賃」は、営業外費
用の10/100を超えたため、当連結会計年度より区分掲
記することといたしました。
　なお、前連結会計年度の地代家賃は211百万円であり
ます。

                
                ―――────――
 

           
２　当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計
基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に
基づき「財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３
月24日　内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益
調整前当期純利益」の科目で表示しております。

　

　【追加情報】

前連結会計年度
(自  平成22年３月１日
至  平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

――――――――― (包括利益の表示に関する会計基準の適用)

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 46/114



　

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29日)

※１　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

　建物 13,226百万円

　土地 　24,498　〃　　

　投資有価証券 　 　563　〃

　　計 38,289百万円

 

※１　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

　建物 12,275百万円

　土地 　23,486  〃

　投資有価証券  　　582  〃

　　計 36,344百万円

 
　　　担保付債務は次のとおりであります。

　１年以内に返済予定の
　長期借入金(短期借入金)

2,050百万円

　前受金 　 　513　〃

　その他(流動負債) 　　　 5  〃

　長期借入金 　24,869  〃

　　計 27,438百万円

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

　１年以内に返済予定の
　長期借入金(短期借入金)

1,918百万円

　前受金 　　 513  〃

　その他(流動負債) 　　　20  〃

　長期借入金 　23,370　〃

　　計 25,822百万円

 
※２　非連結子会社及び関連会社に係る注記

　　　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　投資有価証券(株式) 786百万円

※２　非連結子会社及び関連会社に係る注記

　　　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　投資有価証券(株式) 757百万円

※３　「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法

律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行って

おります。

　なお、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

　　　・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５

号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算

出

　　　・再評価を行った年月日…平成13年２月28日

　　　・再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額…△7,333百万円

※３　「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法

律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行って

おります。

　なお、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

　　　・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５

号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算

出

　　　・再評価を行った年月日…平成13年２月28日

　　　・再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額…△7,436百万円

※４　借入金の一部を除いて、プロラタ返済（借入金残高

比率による計画返済）を実施しております。これに

伴い、1年以内に返済予定の長期借入金の一部を除い

てはプロラタ返済計画に基づいた1年内返済予定額

を記載しております。

 

※４　同左
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(連結損益計算書関係)

　

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
　　　低下による簿価切下げ額
　　　　売上原価　　　　　　　　　　295百万円

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
　　　低下による簿価切下げ額
　　　　売上原価　　　　　　　　　　323百万円
 

※２　　　　　　　―――――― ※２　固定資産売却益は土地の売却によるものでありま
す。

※３　主に㈱久留米井筒屋に係るものであります。
 
※４　固定資産売却損は土地の売却によるものであり　

ます。
 
※５　固定資産除却損の主なものは、建物の除却によ
　　　るものであります
 

※３　主に㈱山口井筒屋に係るものであります。
 
※４　　　　　――――――
 
 
※５　同左
 

※６　減損損失 

　当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

福岡県
久留米市

遊休資産 建物等 375

（経緯）

　当社グループが所有する土地、建物について、売却する

ことを決定したことに伴い、回収可能額まで減額し、当該

減少額を減損損失として計上しております。

 
 
 
 
 
 
 
 
（減損損失の金額）

種類 金額（百万円)

建物及び構築物 362

工具、器具及び備品(その他) 12

合計 375
 

※６　減損損失 

　当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

福岡県
北九州市

事業用資産
土地・
建物等

468

福岡県　　　久
留米市

遊休資産等 土地等 59

福岡県　　　飯
塚市

遊休資産 土地 22

（経緯）

　当社グループが所有する土地、建物等について、売却す

ることを決定したこと、また、売却に伴って遊休資産と

なったことにより、回収可能額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上しております。

 
（減損損失の金額）

種類 金額（百万円)

建物及び構築物 89

土地 445

その他 15

合計 550
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前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

（資産のグルーピングの方法）

　　処分予定資産については、将来の用途が定まって

　いないため個別物件ごとにグルーピングしており、

　また、事業用資産については、管理会計上の区分を

　基礎に継続して収支を把握している単位でグルーピ

　ングしております。

（資産のグルーピングの方法）

　　同左

　
（回収可能価額の算定方法等）
　　当資産グループの回収可能価額は正味売却価額に
　より測定しており、他への転用や売却が困難である
　ものについては0円で評価しております。
　

　
（回収可能価額の算定方法等）

　　同左

　

　
(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 2,502百万円

少数株主に係る包括利益   ―

計 2,502百万円

　

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3百万円

持分法適用会社に対する持分相当額 2　〃

計 △1百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 114,804,953 ― ― 114,804,953

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 144,795 4,049 ― 148,844

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加　　　　　　4,049株

　

当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 114,804,953 ― ― 114,804,953

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 148,844 3,150 ― 151,994

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加　　　　　　　3,150株

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照　　　

　　表に記載されている科目の金額との関係

(平成23年２月28日)

　現金及び預金勘定 4,471百万円

　預入期間が３ヶ月を超える
　定期預金

　  △30  〃

　現金及び現金同等物 4,441百万円
 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照　　　

　　表に記載されている科目の金額との関係

(平成24年２月29日)

　現金及び預金勘定 5,811百万円

　預入期間が３ヶ月を超える
　定期預金

    △50　〃

　現金及び現金同等物 5,761百万円
 

　　　　　　　　　――――――― 　２　重要な非資金取引の内容

　　　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しております。

　　　これにより、当連結会計年度末において有形固定資産

の建物及び構築物が12百万円、資産除去債務が406百

万円増加しております。
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容
　　　有形固定資産
　　　　　主として、基幹システム（工具、器具及び
　　　　備品）であります。
　　　無形固定資産
　　　　　主として、基幹システム（ソフトウエア）
　　　　であります。
 
（2）リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償
却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま
す。
　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の
　うち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前
　のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
　方法に準じた会計処理によっており、その内容は次
　のとおりであります。

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容
　　　有形固定資産
　　　　　同左
 
　　　無形固定資産
　　　　　同左
 
 
（2）リース資産の減価償却の方法
　　 　同左
 

　 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

  ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額

相当額

減価償却

累計額相当額

期末残高

相当額

建　　　物  2,949百万円  　737百万円  2,212百万円

工具、器具　　及

び備品(その他)
  350  〃  262  〃   88  〃

ソフトウエア   351  〃  221  〃  130  〃

その他    85  〃   83  〃    2  〃

合計  3,737百万円  1,304百万円  2,433百万円

　

　
取得価額

相当額

減価償却

累計額相当額

期末残高

相当額

建　　　物  2,949百万円  1,032百万円  1,917百万円

工具、器具　　及

び備品(その他)
　166　〃　   115　〃    51  〃

ソフトウエア   279　〃   209　〃   70  〃

その他     7　〃     6　〃     1  〃

合計  3,403百万円  1,362百万円  2,040百万円

　

  ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 　　363百万円

１年超     2,205  〃

合計    2,568百万円

　② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 356百万円

１年超      1,847　〃

合計 2,204百万円

 

  ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 535百万円

減価償却費相当額      440　〃

支払利息相当額      138  〃

  ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 435百万円

減価償却費相当額      393  〃

支払利息相当額       70  〃

 

  ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　・減価償却費相当額の算定方法

  　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　　　・利息相当額の算定方法

 　　　　 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

  ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　・減価償却費相当額の算定方法

  　　　 同左

 
　　　・利息相当額の算定方法

 　　　　同左

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

     オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
　  ものに係る未経過リース料

１年以内   579百万円

１年超      1,062  〃

合計 　　1,642百万円

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

     オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
　  ものに係る未経過リース料

１年以内 579百万円

１年超       483  〃

合計 1,062百万円
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(金融商品関係)

　

前連結会計年度(自  平成22年３月１日  至  平成23年２月28日)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び安全性の高い金融商品に限定し、

また、資金調達については銀行借入金等により調達する方針です。デリバティブは借入金の金利変動リス

クを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

長期貸付金及び差入保証金は、店舗、事務所及び駐車場の賃借に伴い差入れたものであり、貸主　　の信

用リスクに晒されています。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備

投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスク

に晒されています。

また、営業債務である買掛金や借入金は支払期日に支払を実行できなくなる、流動性リスクに晒されて

います。

なお、当連結会計年度末において、当社グループではデリバティブ取引を行っておりません。

　
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスクの管理

当社では、与信管理規程に従い、営業債権である受取手形及び売掛金について、主要な取引先の状況

をモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収

懸念の早期把握や軽減を図っています。また、その他の連結子会社においても同様の管理を行っており

ます。

また、長期貸付金及び差入保証金については、担当部署が貸主ごとに財務状況等の悪化による回収懸

念の早期把握や軽減を図っています。

②  金利変動リスクの管理

当社では、日常的に経理・財務部財務担当が当社グループの借入金の金利や期間を総合的に把握し、

月次ベースで実施状況の把握・確認を行い、金利変動リスクを管理しております。

③  流動性リスクの管理

当社では、営業債務である買掛金や借入金について、各部署からの報告に基づき経理・財務部財務担

当が適時に作成・更新する資金繰計画により、流動性リスクを管理しております。
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２  金融商品の時価等に関する事項

平成23年２月28日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお

りません((注２)を参照)。
(単位：百万円)

　
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 4,471 4,471 ―

(2) 受取手形及び売掛金 1,851 1,851 ―

(3) 長期貸付金 11,602　 　

    貸倒引当金 △20　 　

　 11,582 9,148 △2,434

(4) 差入保証金 4,123 2,621 △1,501

資産計 22,028 18,093 △3,935

(1) 支払手形及び買掛金 7,332 7,332 ―

(2) 長期借入金 1,467 1,496 29

負債計 8,800 8,829 29

(注１)金融商品の時価の算定方法

資  産

(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　
(3) 長期貸付金並びに(4) 差入保証金

これらの時価については、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りに信用リスク

を加味した割引率で割り引いた現在価値により算定しております。

　
負  債

(1) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　
(2) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算定しております。

なお、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

長期借入金
(１年内返済長期借入金を含む)

 
　　　　　　　35,719

　
当社及び一部の連結子会社は、借入先金融機関より借入金元本について、平成24年２月末日までの返済

期限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいただいております

が、平成24年３月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関に提案の上、別途合意を取得する

予定としております。

従いまして、返済条件の変更の対象となった借入金は、将来の返済計画の見積りに不確実性が高く、か

つ、返済期間が長期にわたることにより割引現在価値に与える影響が大きく、時価を合理的に算定できな

いため、時価開示の対象としておりません。

　
(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　　(単位：百万円)

　 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

現金及び預金 4,471 ― ― ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,851 ― ― ― ― ―

長期貸付金 282 274 274 278 279 10,194

差入保証金 75 48 29 51 ― 3,917

合計 6,681 323 304 330 279 14,111

　
(注４)長期借入金の連結決算日後の返済予定額

　　(単位：百万円)

　 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 225 225 225 225 225 338

長期借入金(※) 1,955 ― ― ― ― ―

合計 2,181 225 225 225 225 338

(※)　　当社及び一部の連結子会社では、借入先金融機関より借入金元本について、平成24年２月末日

　　までの返済期限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいた

　　だいておりますが、平成24年３月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関に提案の

　　上、別途合意を取得する予定としております。従いまして、当連結会計年度末時点で返済予定日

　　のあるもののみ該当期間に表示し、返済予定期日が未確定の長期借入金337億63百万円は表示し

　　ておりません。

　
(追加情報)

当連結会計年度より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号  平成20年３月10日)及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日)を適用しており

ます。
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当連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び安全性の高い金融商品に限定し、

また、資金調達については銀行借入金等により調達する方針です。デリバティブは借入金の金利変動リス

クを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

長期貸付金及び差入保証金は、店舗、事務所及び駐車場の賃借に伴い差入れたものであり、貸主　　の信

用リスクに晒されています。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備

投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスク

に晒されています。

また、営業債務である買掛金や借入金は支払期日に支払を実行できなくなる、流動性リスクに晒されて

います。

なお、当連結会計年度末において、当社グループではデリバティブ取引を行っておりません。

　
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスクの管理

当社では、与信管理規程に従い、営業債権である受取手形及び売掛金について、主要な取引先の状況

をモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収

懸念の早期把握や軽減を図っています。また、その他の連結子会社においても同様の管理を行っており

ます。

また、長期貸付金及び差入保証金については、担当部署が貸主ごとに財務状況等の悪化による回収懸

念の早期把握や軽減を図っています。

②  金利変動リスクの管理

当社では、日常的に経理・財務部財務担当が当社グループの借入金の金利や期間を総合的に把握し、

月次ベースで実施状況の把握・確認を行い、金利変動リスクを管理しております。

③  流動性リスクの管理

当社では、営業債務である買掛金や借入金について、各部署からの報告に基づき経理・財務部財務担

当が適時に作成・更新する資金繰計画により、流動性リスクを管理しております。
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２  金融商品の時価等に関する事項

平成24年２月29日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお

りません((注２)を参照)。
(単位：百万円)

　
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 5,811 5,811 ―

(2) 受取手形及び売掛金 1,940 1,940 ―

(3) 長期貸付金 11,339　 　

    貸倒引当金 △22　 　

　 11,317 8,856 △2,461

(4) 差入保証金 4,069 2,730 △1,339

資産計 23,139 19,338 △3,800

(1) 支払手形及び買掛金 7,285 7,285 ―

(2) 長期借入金 1,241 1,271 29

負債計 8,526 8,556 29

(注１)金融商品の時価の算定方法

資  産

(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　
(3) 長期貸付金並びに(4) 差入保証金

これらの時価については、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りに信用リスク

を加味した割引率で割り引いた現在価値により算定しております。

　
負  債

(1) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　
(2) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算定しております。

なお、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

長期借入金
(１年内返済長期借入金を含む)

 
　　　　　　　33,335

　
当社及び一部の連結子会社は、借入先金融機関より借入金元本について、平成25年２月末日までの返済

期限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいただいております

が、平成25年３月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関に提案の上、別途合意を取得する

予定としております。

従いまして、返済条件の変更の対象となった借入金は、時価を合理的に算定できないため、時価開示の

対象としておりません。

　
(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　　(単位：百万円)

　 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

現金及び預金 5,811 ― ― ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,940 ― ― ― ― ―

長期貸付金 238 238 238 239 554 9,812

差入保証金 79 29 43 ― 18 3,898

合計 8,070 268 281 239 573 13,710

　
(注４)長期借入金の連結決算日後の返済予定額

　　(単位：百万円)

　 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 225 225 225 225 225 112

長期借入金(※) 1,887 ― ― ― ― ―

合計 2,113 225 225 225 225 112

(※)　　当社及び一部の連結子会社では、借入先金融機関より借入金元本について、平成25年２月末日

　　までの返済期限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいた

　　だいておりますが、平成25年３月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関に提案の

　　上、別途合意を取得する予定としております。従いまして、当連結会計年度末時点で返済予定日

　　のあるもののみ該当期間に表示し、返済予定期日が未確定の長期借入金314億47百万円は表示し

　　ておりません。
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(有価証券関係)

前連結会計年度

１  その他有価証券で時価のあるもの(平成23年２月28日)

　

区分 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　債券 　 　 　

国債 574 557 16

その他 14 14 0

小計 589 572 16

合計 589 572 16

　

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自  平成22年３月１日  至  平成23年２月28日)

　　　　　(単位：百万円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 64 10 2

　

当連結会計年度

１  その他有価証券で時価のあるもの(平成24年２月29日)

　

区分 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　株式 7 2 5

　債券 　 　 　

国債 586 557 28

その他 14 14 0

小計 601 572 28

合計 609 575 34

　

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日)

　　該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成23年３月１日　至 平成24年２月29日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と確定拠出年金制度を設けておりま

す。

　また、早期退職の従業員に対して割増退職金を支払う場合があります。　　　　　

　なお、確定拠出年金制度を設けているのは、当社及び㈱井筒屋外商サービスの２社であります。　

※ 確定給付型の閉鎖型年金制度は平成23年12月30日をもって終了しております。

　

２　退職給付債務に関する事項

　
前連結会計年度

(平成23年２月28日)(百万円)
当連結会計年度

(平成24年２月29日)(百万円)

①　退職給付債務 △1,543　 △1,357　

②　年金資産 71　 ― 　

③　未認識過去勤務債務 △32　 △21　

④　未認識数理計算上の差異 △38　 20　

⑤　会計基準変更時差異の未処理額 273　 128　

⑥　退職給付引当金 △1,268　 △1,229　

　

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日

           至　平成23年２月28日)

　 当連結会計年度
(自　平成23年３月１日

           至　平成24年２月29日)

(注)  連結子会社は、退職給付の算定にあたり、簡便法

を採用しております。

　 (注) 　　　　同左
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３　退職給付費用に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)(百万円)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)(百万円)

①　勤務費用 35　 52　

②　利息費用 25　 22　

③　期待運用収益 ― 　 ― 　

④　過去勤務債務の費用処理額 △10　 △10　

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 5　 9　

⑥　会計基準変更時差異の費用処理額 54　 50　

⑦　退職給付費用 111　 124　

⑧　その他 58　 55　

計 169　 180　

　
前連結会計年度

(自　平成22年３月１日
           至　平成23年２月28日)

　 当連結会計年度
(自　平成23年３月１日

           至　平成24年２月29日)

(注) １　「⑧その他」は、確定拠出年金への掛金支払額

であります。

　　 ２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。

　 (注) １　同左
       

 　　２　同左

 
     ３　　　　―――――――――― 　      ３　平成23年12月30日をもって確定給付型の閉鎖

型年金制度を終了したため、「退職給付制度

の移行等に関する会計基準」(企業会計基準

適用指針第１号)を適用し、退職給付制度終了

損75百万円を特別損失に計上しております。
　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

②　割引率 2.0％ 1.1％

③　期待運用収益率 0.0％ 同左

④　過去勤務債務の額の処理年数 発生連結会計年度から11年 同左

⑤　数理計算上の差異の処理年数 発生翌連結会計年度から11年 同左

⑥　会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左

　
前連結会計年度

(自　平成22年３月１日
           至　平成23年２月28日)

　 当連結会計年度
(自　平成23年３月１日

           至　平成24年２月29日)

(注)  年金資産は、元本保証のコール市場で運用され

ております。

　 (注) 　　　　―――――――――――
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）

　　貸倒引当金 16百万円

　　ポイント金券引当金       99　〃

　　固定資産未実現損益      175　〃

　　退職給付引当金      505　〃

    商品券回収損失引当金      286　〃

　　減損損失    2,284  〃

　　ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金       92　〃

　　関係会社事業損失引当金       17　〃

　　税務上の繰越欠損金    4,656　〃

　　その他      540　〃

　繰延税金資産小計  8,675百万円

　　評価性引当額  △8,499　〃

　繰延税金資産合計 175百万円

（繰延税金負債）

　　その他有価証券評価差額金 △6百万円

　繰延税金負債合計      △6　〃

　差引繰延税金資産純額 169百万円

   

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）

　　貸倒引当金 　   31百万円

　　ポイント金券引当金       84　〃

　　固定資産未実現損益       175　〃

　　退職給付引当金       428　〃

    商品券回収損失引当金       260　〃

　　減損損失     1,730　〃

　　ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金        48　〃

　　関係会社事業損失引当金         8　〃

　　税務上の繰越欠損金     3,894　〃

　　資産除去債務       144　〃

　　その他       331　〃

　繰延税金資産小計 7,140百万円

　　評価性引当額   △6,962　〃

　繰延税金資産合計 177百万円

（繰延税金負債）

　　その他有価証券評価差額金 △10百万円

    資産除去債務に対応する除去費用      △4　〃

　繰延税金負債合計 △14百万円

　差引繰延税金資産純額 162百万円

   

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率とその差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率　　　　　　　　　　　　　40.0％

　　(調整)

　  交際費等永久に損金に算入され
0.2％

　　ない項目

　　持分法による投資損益 △0.9％

　　住民税均等割額 0.8％

    負ののれん償却額 △3.1％

　　連結子会社清算に伴う影響 2.8％

　　連結子会社に対する貸倒引当金等 △55.7％

　　評価性引当額の増減額 5.8％

　　期限切れ繰越欠損金 13.6％

　　その他 △1.7％

　　税効果会計適用後の法人税等の
1.7％

　　負担額

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率とその差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率　　　　　　　　　　　　　40.0％

　　(調整)

　  交際費等永久に損金に算入され
0.5％

　　ない項目

　　持分法による投資損益 0.1％

　　住民税均等割額 0.9％

    負ののれん償却額 △4.3％

　　評価性引当額の増減額 △42.0％

　　期限切れ繰越欠損金 2.1％

　　その他 0.1％

　　税効果会計適用後の法人税等の
△2.7％

　　負担額
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前連結会計年度
(平成23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29日)

　　　　　　―――――――――――― ３　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図

るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23

年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のた

めの施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法」(平成23年法律第117号）が平成23年12月

２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連

結会計年度から法人税等の引下げ及び復興特別法人税

の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効

税率は従来の40％から、平成25年３月１日に開始する

連結会計年度から平成27年３月１日に開始する連結会

計年度に解消が見込まれる一時差異については38％

に、平成28年３月１日に開始する連結会計年度以降に

解消が見込まれる一時差異については35％となりま

す。この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債の

金額は5億33百万円減少し、土地再評価差額金が同額増

加しております。また、繰延税金負債の金額(繰延税金

資産の金額を控除した金額)及び損益に与える影響は

軽微であります。
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(資産除去債務関係)

当連結会計年度末(平成24年２月29日)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

店舗用物件等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

　

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から11～39年と見積り、割引率は1.39～2.25％を使用して資産除去債務の金額を計

算しております。

　

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注) 　 421百万円

時の経過による調整額 　  　　5　〃

資産除去債務の履行による減少額 　  　　△17　〃

その他の増減額 　 △3  〃

期末残高 　 406百万円

(注)  　当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用したことに

よる期首時点における残高であります。
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(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自  平成22年３月１日  至  平成23年２月28日)

当社及び一部の連結子会社では、福岡県その他の地域において、賃貸商業施設等の賃貸不動産及び遊休資

産を所有しております。平成23年２月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は91百万円(賃貸収益

は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)、減損損失は375百万円(特別損失に計上)であります。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における

時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額

連結決算日における時価
前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

4,203 △456 3,747 2,686

(注) １  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２  賃貸等不動産の当期増減額のうち、主な減少額は減損損失375百万円であります。

３  時価の算定方法

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(面積按分により調整を行ったものを含

む。)であります。

　

(追加情報)

当連結会計年度より「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号  平成20年

11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号

  平成20年11月28日)を適用しております。

　

当連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日)

当社及び一部の連結子会社では、福岡県その他の地域において、賃貸商業施設等の賃貸不動産及び遊休資

産を所有しております。平成24年２月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は143百万円(賃貸収

益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)、売却益は167百万円（特別利益に計上）、減損損失

は82百万円(特別損失に計上)であります。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における

時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額

連結決算日における時価
前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

3,747 247 3,994 2,305

(注) １  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２  賃貸等不動産の当期増減額のうち、主な増加額は自社使用不動産から賃貸不動産への振替による増加618百万

円であり、主な減少額は売却358百万円及び減損損失44百万円であります。

３  時価の算定方法

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(面積按分により調整を行ったものを含

む。)であります。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)

　
百貨店業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する売上高 90,469 96 90,566 ─ 90,566

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,684 751 3,435 ( 3,435 ) ─

計 93,153 848 94,002 ( 3,435 )90,566

　　営業費用 89,725 859 90,584 ( 3,286 )87,297

 営業利益又は営業損失（△） 3,428 △10 3,417 ( 　149 ) 3,268

Ⅱ　資産、減価償却費、減損
　　損失及び資本的支出

　 　 　 　 　

　　　資産 73,999 7,817 81,817 ( 10,706)71,111

　　　減価償却費 1,854 44 1,898 ─ 1,898

      減損損失 ─ 375 375 ─ 375

　　　資本的支出 215 ─ 215 ( 　  1 ) 213

(注) １　事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主要な事業内容

(1) 百貨店業………衣料品、身回品、雑貨、家庭用品及び食料品の販売並びに食堂・喫茶の経営

(2) その他事業……スポーツ施設の運営、前払式特定取引業等

３　事業内容の異動

　　　その他事業に含めておりました㈱エッグ(連結子会社)は、平成22年７月31日をもってスポーツ

　　施設の運営を終了しております。

　
　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)

　本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため記載しておりま

せん。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)

　海外売上高がないため記載しておりません。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているもの

であります。　

当社グループは事業別の会社を置き、各事業会社は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略に

基づき、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは百貨店業及び当該事業会社を基礎とした事業別のセグメントから構成さ

れており、商品・サービスの内容、販売市場の類似性に基づき、複数のセグメントを集約した上で、百貨店

業と友の会事業を報告セグメントとしております。　

百貨店業は、衣料品、見回品、雑貨、家庭用品及び食料品の販売並びに食堂・喫茶の経営等をおこなって

おります。　

　友の会事業は、前払式の商品販売の取次を行っております。　

　

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処

理の方法と同一であります。　

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、

市場実勢価格に基づいております。　
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自  平成22年３月１日  至  平成23年２月28日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他 
(注)1

合計
調整額 
(注)2

連結　　　 財
務諸表　計上
額　(注)3百貨店業 友の会事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　
　

  外部顧客への売上高 90,566 ― 90,566 ― 90,566 ― 90,566

  セグメント間の内部
  取引高又は振替高

0 751 751 ― 751 △751 ―

計 90,566 751 91,318 ― 91,318 △751 90,566

セグメント利益又は損失
(△)

3,539 △12 3,527 ― 3,527 △258 3,268

セグメント資産 69,768 6,993 76,761 724 77,486△6,375 71,111

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　

  減価償却費 1,917 0 1,917 ― 1,917 ― 1,917

持分法適用会社への　　
　　　　投資額

11 ― 11 724 735 ― 735

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

213 ― 213 ― 213 ― 213

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス事業を含んでおりま

す。

２　調整額は以下のとおりであります。

　　　(1) セグメント利益又は損失の調整額△258百万円は、セグメント間取引消去であります。　

　　　(2) セグメント資産の調整額△6,375百万円は、セグメント間相殺消去であります。

３　セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４　減価償却費は、長期前払費用の償却額を含んでおります。
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当連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日)

　 　 　 　 　　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他 
(注)1

合計
調整額 
(注)2

連結　　　 財
務諸表　計上
額　(注)3百貨店業 友の会事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 88,215 ― 88,215 ― 88,215 ― 88,215

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 685 685 ― 685 △685 ―

計 88,215 685 88,900 ― 88,900 △685 88,215

セグメント利益又は損失
(△)

3,713 △19 3,693 ― 3,693 △219 3,473

セグメント資産 67,992 6,976 74,969 678 75,648△6,297 69,350

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　

  減価償却費 1,694 0 1,694 ― 1,694 ― 1,694

持分法適用会社への　　
　投資額

52 ― 52 678 730 ― 730

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

352 ― 352 ― 352 ― 352

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス事業を含んでおりま

す。

２　調整額は以下のとおりであります。

　　　(1) セグメント利益又は損失の調整額△219百万円は、セグメント間取引消去であります。　

　　　(2) セグメント資産の調整額△6,297百万円は、セグメント間相殺消去であります。

３　セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４　減価償却費は、長期前払費用の償却額を含んでおります。

　

（追加情報）

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。
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【関連情報】

当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

１  製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
百貨店業 友の会事業 計

減損損失 550 ― 550 ― ― 550

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
百貨店業 友の会事業 計

(負ののれん)　 　 　 　 　 　

当期償却額 198 ― 198 ― ― 198

当期末残高 380 ― 380 ― ― 380

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

該当事項はありません。　
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)

　

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

　

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連

会社
㈱エビス

北九州市小

倉北区
50
駐車場の経

営、不動産業

　 駐車場の業
務委託及び
店舗・事務
所の賃借
 

役員の兼任
等
―

資金の返済

（注1）
290 長期貸付金 11,136

所有直接

29.0

店舗・事務所

敷金の差入

（注2）

－ 差入保証金 1,145

　
受 取 利 息

（注1）
　　245 　　－      －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１ 利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
   　　　また、返済条件については資金状況に応じて返済を受けることとしております。
      ２ 店舗・事務所敷金の差入については、近隣の取引実勢を勘案して決定しております。
      ※ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    該当事項はありません。
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当連結会計年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

　

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

　

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

　関連

　会社
㈱エビス

北九州市小

倉北区
50
駐車場の経

営、不動産業

　 駐車場の業
務委託及び
店舗・事務
所の賃借
 

役員の兼任
等
―

資金の返済

（注1）
254 長期貸付金 10,882

所有直接

29.0

店舗・事務所

敷金の差入

（注2）

― 差入保証金 1,145

　
受 取 利 息

（注1）
240 　　－      －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１ 利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
   　　　また、返済条件については約定により返済を受けることとしております。
      ２ 店舗・事務所敷金の差入については、近隣の取引実勢を勘案して決定しております。
      ※ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。

　

(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

　

種類
会社等の
名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

 役員 加藤　敏雄 － 　　　－

当社監査役
 
㈱北九州銀行
代表取締役頭取

(被所有)
　直接 0.0

資金の借入及
び債務被保証

資金の返済
(注)

324

1年内返済
予定の長
期借入金

474

長期借入
金

8,098

利息の支払
(注)

64
その他(流
動資産)

　　　15

当社グルー
プが発行し
た前払式証
憑に対する
被保証
(注)

1,361― ―

保証料の支
払
(注)

1
その他(流
動資産)

1

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)  資金の借入及び債務被保証については、監査役加藤敏雄氏が代表権を有する第三者(㈱北九州銀行)との取引であ

ります。資金の借入は、他の金融機関との取引と同様、一般的な借入条件で行っております。債務被保証は、当社グ

ループが発行した前払式証憑に対して債務保証を受けており、他の保証機関と同様の一般的な条件で行っており

ます。なお、加藤敏雄氏は、平成23年10月１日で株式会社北九州銀行の代表取締役頭取に就任し、関連当事者に該

当することとなったため、取引金額は関連当事者である期間について記載しております。

      ※ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
　

前連結会計年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

１株当たり純資産額 48円86銭１株当たり純資産額 70円45銭

１株当たり当期純利益金額 21円84銭１株当たり当期純利益金額 16円63銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の　
　合計額

5,602百万円

　普通株式に係る純資産額 5,602百万円

　差額の内訳 　

　　該当事項はありません。 　

　普通株式の発行済株式数 114,804,953株

　普通株式の自己株式数 148,844株

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数

114,656,109株

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の　
　合計額

8,077百万円

　普通株式に係る純資産額 8,077百万円

　差額の内訳 　

　　該当事項はありません。 　

　普通株式の発行済株式数 114,804,953株

　普通株式の自己株式数 151,994株

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数

114,652,959株

　

２　１株当たり当期純利益金額

　連結損益計算書上の当期純利益 2,503百万円

　普通株式に係る当期純利益 2,503百万円

　普通株主に帰属しない金額の
　主要な内訳

該当事項はありま
せん。

　普通株式の期中平均株式数 114,658,517株

２　１株当たり当期純利益金額

　連結損益計算書上の当期純利益 1,906百万円

　普通株式に係る当期純利益 1,906百万円

　普通株主に帰属しない金額の
　主要な内訳

該当事項はありま
せん。

　普通株式の期中平均株式数 114,654,193株

　

(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

ａ【社債明細表】

　
　

　　　該当事項はありません。

　

ｂ【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金(１年以内に返済予定の
長期借入金)

2,181 2,113 2.07 ―

１年以内に返済予定のリース債務 169 170 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

35,005 32,463 2.26
 平成25年５月31日～
平成29年３月17日　

リース債務（１年以内に返済予定の
ものを除く。）

441 275 ―
 平成25年３月１日～
平成28年３月31日　

計 37,798 35,022 ― ―

(注) １　「平均利率」は借入金の期末残高の加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返

済予定額の総額
　

　
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

　長期借入金 225 225 225 225

 リース債務 170 96 9 0

　

ｃ【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末及び直前連結会計年度末における資産除去債務の金額が当該各連結会計年度末に

おける負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

　

(2) 【その他】

  当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　
　

第1四半期
(自平成23年3月1日
 至平成23年5月31日)

第2四半期
(自平成23年6月1日
 至平成23年8月31日)

第3四半期
(自平成23年9月1日
至平成23年11月30日)

第4四半期
(自平成23年12月1日
至平成24年2月29日)

売上高 （百万円） 20,706 21,768 20,827 24,912

税金等調整前四半
期純利益金額

（百万円） 180 206 181 1,287

四半期純利益金
額

（百万円） 167 267 184 1,286

１株当たり四半
期純利益金額

（円） 1.46 2.33 1.61 11.22
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年２月28日)

当事業年度
(平成24年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,123 5,440

受取手形 13 12

売掛金 1,415 1,502

有価証券 14 14

商品 2,917 2,861

貯蔵品 11 15

前払費用 192 179

未収収益 0 3

未収入金 ※３
 554

※３
 483

その他 26 8

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 9,268 10,522

固定資産

有形固定資産

建物 ※１
 44,042

※１
 43,084

減価償却累計額 △30,339 △30,450

建物（純額） 13,703 12,634

構築物 441 415

減価償却累計額 △352 △339

構築物（純額） 89 76

車両運搬具 1 0

減価償却累計額 △0 △0

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 2,391 2,253

減価償却累計額 △2,136 △2,071

工具、器具及び備品（純額） 254 182

土地 ※１, ※２
 24,753

※１, ※２
 23,818

リース資産 318 322

減価償却累計額 △92 △156

リース資産（純額） 225 165

建設仮勘定 － 4

有形固定資産合計 39,027 36,880

無形固定資産

ソフトウエア 229 166

リース資産 385 279

電話加入権 34 34

無形固定資産合計 649 481
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年２月28日)

当事業年度
(平成24年２月29日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※１
 336

※１
 341

関係会社株式 103 79

関係会社長期貸付金 24,343 23,443

破産更生債権等 117 104

差入保証金 2,143 2,111

関係会社長期未収入金 548 324

長期前払費用 4 4

その他 349 331

貸倒引当金 △10,138 △9,942

投資その他の資産合計 17,808 16,796

固定資産合計 57,484 54,158

資産合計 66,752 64,680

負債の部

流動負債

支払手形 90 91

買掛金 5,297 5,275

1年内返済予定の長期借入金 ※１, ※４
 2,056

※１, ※４
 1,954

リース債務 169 170

未払金 637 510

未払費用 18 16

未払法人税等 47 54

未払消費税等 158 40

前受収益 30 16

前受金 139 141

商品券 2,719 ※１
 2,562

預り金 ※３
 7,930

※３
 7,854

ポイント金券引当金 206 198

設備関係支払手形 208 73

その他 246 247

流動負債合計 19,958 19,206

固定負債

長期借入金 ※１, ※４
 31,968

※１, ※４
 29,712

リース債務 441 275

繰延税金負債 0 1

再評価に係る繰延税金負債 ※２
 4,341

※２
 3,737

退職給付引当金 1,070 1,038

債務保証引当金 1,041 1,064

商品券回収損失引当金 687 720

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 229 137
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年２月28日)

当事業年度
(平成24年２月29日)

関係会社事業損失引当金 44 25

資産除去債務 － 140

預り保証金 132 113

長期未払金 548 324

その他 32 32

固定負債合計 40,539 37,321

負債合計 60,497 56,528

純資産の部

株主資本

資本金 10,532 10,532

資本剰余金

資本準備金 11,904 11,904

資本剰余金合計 11,904 11,904

利益剰余金

利益準備金 1,127 1,127

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △22,570 △21,107

利益剰余金合計 △21,443 △19,980

自己株式 △21 △21

株主資本合計 971 2,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 6

土地再評価差額金 ※２
 5,283

※２
 5,711

評価・換算差額等合計 5,284 5,717

純資産合計 6,255 8,151

負債純資産合計 66,752 64,680
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

売上高 ※１
 67,239

※１
 65,308

売上原価

商品期首たな卸高 3,300 2,917

当期商品仕入高 50,021 48,929

合計 53,321 51,846

商品期末たな卸高 2,917 2,861

売上原価合計 ※１, ※２
 50,404

※１, ※２
 48,984

売上総利益 ※１
 16,834

※１
 16,323

販売費及び一般管理費

販売促進費 1,206 1,143

ポイント引当金繰入額 180 171

運賃及び荷造費 443 426

宣伝費 732 797

役員報酬及び給料手当 3,423 3,214

退職給付費用 154 154

法定福利及び厚生費 617 558

水道光熱費 724 710

租税公課 ※３
 416

※３
 399

賃借料 2,056 1,992

減価償却費 1,491 1,370

業務委託費 865 881

その他 1,489 1,522

販売費及び一般管理費合計 13,802 13,342

営業利益 3,032 2,981

営業外収益

受取利息 ※４
 320

※４
 308

受取配当金 2 1

協賛金収入 26 30

未回収商品券受入益 296 226

受取賃貸料 ※４
 435

※４
 428

その他 ※４
 251

※４
 242

営業外収益合計 1,332 1,238

営業外費用

支払利息 ※４
 1,090

※４
 1,035

売上割引 319 315

地代家賃 195 189

商品券回収損失引当金繰入額 288 200

その他 ※４
 205

※４
 218

営業外費用合計 2,098 1,958

経常利益 2,266 2,261

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 78/114



(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

特別利益

投資有価証券売却益 7 －

役員退職金返上益 67 －

債務保証引当金戻入益 ※５
 186 －

貸倒引当金戻入額 － ※６
 213

PCB廃棄物処理費用引当金戻入益 － 2

関係会社事業損失引当金戻入益 ※７
 391

※７
 19

特別利益合計 652 235

特別損失

固定資産売却損 ※８
 19 －

固定資産除却損 ※９
 59

※９
 147

減損損失 － ※１０
 788

投資有価証券評価損 4 －

関係会社株式評価損 － 24

会員権売却損 8 －

貸倒引当金繰入額 ※１１
 317 －

債務保証引当金繰入額 － 23

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金繰入額 24 －

子会社整理損 5 －

構造改革費用 36 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 134

退職給付制度終了損 － 75

特別損失合計 477 1,194

税引前当期純利益 2,442 1,302

法人税、住民税及び事業税 14 14

法人税等調整額 － △69

法人税等合計 14 △54

当期純利益 2,427 1,357

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 79/114



③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

株主資本

資本金

前期末残高 10,532 10,532

当期末残高 10,532 10,532

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 11,904 11,904

当期末残高 11,904 11,904

資本剰余金合計

前期末残高 11,904 11,904

当期末残高 11,904 11,904

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,127 1,127

当期末残高 1,127 1,127

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △24,998 △22,570

当期変動額

当期純利益 2,427 1,357

土地再評価差額金の取崩 － 105

当期変動額合計 2,427 1,462

当期末残高 △22,570 △21,107

利益剰余金合計

前期末残高 △23,871 △21,443

当期変動額

当期純利益 2,427 1,357

土地再評価差額金の取崩 － 105

当期変動額合計 2,427 1,462

当期末残高 △21,443 △19,980

自己株式

前期末残高 △21 △21

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △21 △21

株主資本合計

前期末残高 △1,455 971

当期変動額

当期純利益 2,427 1,357
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年３月１日
　至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
　至 平成24年２月29日)

土地再評価差額金の取崩 － 105

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,427 1,462

当期末残高 971 2,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 7 0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6 5

当期変動額合計 △6 5

当期末残高 0 6

土地再評価差額金

前期末残高 5,283 5,283

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 428

当期変動額合計 － 428

当期末残高 5,283 5,711

評価・換算差額等合計

前期末残高 5,290 5,284

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6 433

当期変動額合計 △6 433

当期末残高 5,284 5,717

純資産合計

前期末残高 3,835 6,255

当期変動額

当期純利益 2,427 1,357

土地再評価差額金の取崩 － 105

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 433

当期変動額合計 2,420 1,896

当期末残高 6,255 8,151
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　【継続企業の前提に関する注記】

       該当事項はありません。

　

　【重要な会計方針】

前事業年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法によっております。

 

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　　　同左

　(2) その他有価証券

　　①時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法によってお

ります。(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

　(2) その他有価証券

　　①時価のあるもの

　　　　同左

 
 

　　②時価のないもの

　　　移動平均法による原価法によっております。

　

　　②時価のないもの

　　　　同左

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商品　

　　売価還元法による原価法(収益性の低下による簿

　価切下げの方法)により評価しております。

　(2)貯蔵品

　　　先入先出法による原価法(収益性の低下による簿　

　　価切下げの方法)により評価しております。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商品　

　　同左

　

　(2)貯蔵品

　　　同左　

 
３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　定率法によっております。

　　  ただし、建物(建物付属設備を除く)については定額

法によっております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　建物　　　　　　　　10年～34年

　　　工具、器具及び備品　５年～８年

 

３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　同左

 

  (2) ソフトウェア（リース資産を除く）

      自社利用のソフトウェアについては、社内にお

    ける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用し

    ております。

 

　(2) ソフトウェア（リース資産を除く）

　同左

　(3)リース資産

　　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

      る定額法を採用しております。

　　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取

      引のうち、リース取引開始日が、平成21年２月

　　　28日以前のリース取引については、通常の賃貸

　　　借に係る方法に準じた会計処理によっておりま

　　　す。

 

　(3)リース資産

　　　同左

  (4) 長期前払費用

　    定額法によっております。

     なお、償却期間については法人税法に規定する方

    法と同一の基準によっております。

 

  (4) 長期前払費用

      同左
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　 前事業年度

(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

４　引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金
      当事業年度末に有する売上債権、貸付金等の貸倒
れによる損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

 

４　引当金の計上基準
  (1)　貸倒引当金
　　　　 同左

  (2) 賞与引当金
    従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のう
  ち当期に負担すべき額を計上しております。ただ
  し、平成23年度夏季賞与については負担すべき支給
  見込額がないため、賞与引当金を計上しておりませ
  ん。
 

  (2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のう

ち当期に負担すべき額を計上しております。ただ
し、平成24年度夏季賞与については負担すべき支  給
見込額がないため、賞与引当金を計上しておりま　せ
ん。

 （3）ポイント金券引当金
      ポイント金券の発行に備えるため、当事業年度末
におけるポイント残高に対する将来の金券発行見積
額のうち費用負担となる原価相当額を計上しており
ます。

 

　 (3) ポイント金券引当金
　　　　 同左

  (4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ 
き、当事業年度末において発生していると認められ
る額を計上しております。　

     　なお、会計基準変更時差異は、15年による均等
　　 額を費用処理しております。　

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお　
　　ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(11 年)による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残 
存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法
により費用処理しております。

  (4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度
末において発生していると認められる額を計上して
おります。　

      なお、会計基準変更時差異は、15年による均等
　  額を費用処理しております。　

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11
年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生
の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法
により費用処理しております。

(会計方針の変更) 
　 当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の
一部改正(その３)」(企業会計基準19号　平成20年
７月31日)を適用しております。　

　　   なお、これによる損益に与える影響はありませ
　   ん。
 

（追加情報）
当社は、平成23年12月30日をもって確定給付金の

閉鎖年金制度を終了したため、「退職給付制度の移
行等に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第
１号）を適用し、退職給付制度終了損75百万円を特
別損失に計上しております。

  (5) 債務保証引当金
    子会社等の財政状況を勘案し、債務超過解消不能
   見込額を計上しております。
 

　(5) 債務保証引当金
        同左

  (6) 商品券回収損失引当金
負債計上を中止した商品券の将来回収時に発生す
る損失に備えるため、過去の実績に基づく回収
見込額を計上しております。

 

　(6) 商品券回収損失引当金　　
        同左

  (7) ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法」によるＰＣＢ廃棄物の適
正処理に要する支出に備えるため、将来の廃棄物処
理に係る負担見込額を計上しております。 

 

　(7) ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金　
        同左

(8) 関係会社事業損失引当金
　関係会社に対する損失に備えるため、損失見
込額を計上しております。
 

　(8) 関係会社事業損失引当金
　　　  同左 
 

５　その他財務諸表作成のための基本となる事項
　　　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に
よっております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる事項
　　　消費税等の会計処理

　同左
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【会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

　　　　　　　　　―――――― 　（資産除去債務に関する会計基準等）　　　　　　　

　　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　　これにより、営業利益は１百万円、経常利益は２百万

円、税引前当期純利益は137百万円減少しております。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成23年２月28日)
当事業年度

(平成24年２月29日)

※１　担保資産及び担保付債務

　　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 12,556百万円

土地   23,906　〃

投資有価証券 　　　51  〃

　計 36,514百万円
 
      担保付債務は次のとおりであります。　

１年内返済予定の長期借入金 2,046百万円

長期借入金 　24,751　〃

　計 26,797百万円
 

※１　担保資産及び担保付債務

　　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 11,638百万円

土地 　22,999　〃

投資有価証券 　　　61　〃

　計 34,699百万円
 
      担保付債務は次のとおりであります。　

１年内返済予定の長期借入金 1,918百万円

商品券 　　　10　〃

長期借入金 　23,370　〃

　計 25,299百万円
 

※２「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法

律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行って

おります。 

　なお、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

　　・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５号

に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出

　　・再評価を行った年月日…平成13年２月28日

　　・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額…　△7,859百万円

 

※２「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法

律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行って

おります。 

　なお、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

　　・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５号

に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出

　　・再評価を行った年月日…平成13年２月28日

　　・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額…  △7,672 百万円

 

※３　関係会社に係る注記

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

未収入金 232百万円

預り金    　7,705　〃

 

※３　関係会社に係る注記

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

未収入金 230百万円

預り金    　7,626　〃

 

※４　借入金の一部を除いて、プロラタ返済(借入金残

　　高比率による返済計画)を実施しております。これ

　　に伴い、1年以内に返済予定の長期借入金の一部を

　　除いてはプロラタ返済計画に基づいた1年内返済予

　　定額を記載しております。

※４　同左
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前事業年度
(平成23年２月28日)

当事業年度
(平成24年２月29日)

　５　偶発債務

　　　関係会社の銀行借入金等に対する債務保証(連帯保

証)

㈱久留米井筒屋 122百万円

㈱山口井筒屋   　1,778  〃

㈱コレット井筒屋     1,260  〃

合計 3,161百万円

 

　５　偶発債務

　　　関係会社の銀行借入金等に対する債務保証(連帯保

証)

㈱山口井筒屋 1,708百万円

㈱コレット井筒屋 　　1,201  〃

合計 2,910百万円
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(損益計算書関係)

　

前事業年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

※１　このなかには歩合制家賃のテナントに係る次のも

のが含まれております。

売上高 2,061百万円

売上原価  　　1,822  〃

売上総利益 　　 　238  〃

 　

※１　このなかには歩合制家賃のテナントに係る次のも

のが含まれております。

売上高 1,979百万円

売上原価      1,750　〃

売上総利益        229　〃

 
※２　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

　　低下による簿価切下げ額
　　　　　売上原価　　　　　　　　268百万円
 
※３　租税公課の内訳

固定資産税 239百万円

事業所税 　　 69　〃

収入印紙      38  〃

自動車税 　　　0  〃

法人事業税
(付加価値割・資本割)

　　 61　〃

消費税       6　〃

 

※２　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

　　低下による簿価切下げ額
　　　　　売上原価　　　　　　　  305百万円
 
※３　租税公課の内訳

固定資産税 225百万円

事業所税      65　〃

収入印紙      36　〃

自動車税       0　〃

法人事業税
(付加価値割・資本割)

     66　〃

消費税       5　〃

　      　　　　　　　　　 　

※４　関係会社に係る注記

受取利息 318百万円

受取賃貸料      113　〃

その他(営業外収益)      34　〃

支払利息      288　〃

その他(営業外費用)     168　〃

 
 
※５　㈱井筒屋外商サービス、㈱コレット井筒屋に係る

　　ものであります。

 
※６　　　　　　――――――

※４　関係会社に係る注記

受取利息 307百万円

受取賃貸料      109　〃

その他(営業外収益)      40　〃

支払利息      278　〃

その他(営業外費用)     185　〃

 
 
※５　　　　　　――――――

 
 
※６　主に㈱井筒屋外商サービスに係るものであります。

※７　主に㈱久留米井筒屋に係るものであります。 ※７　主に㈱山口井筒屋に係るものであります。

※８　固定資産売却損は、土地の売却によるものであり

　　ます。

 

※８　　　　　　――――――

 

※９　固定資産除却損の内容

建物 48百万円

構築物          0　〃

工具、器具及び備品          5　〃

解体撤去費用          4　〃

合計 59百万円

 

※９　固定資産除却損の内容

建物 132百万円

構築物          0　〃

車輛運搬具          0　〃

工具、器具及び備品         14　〃

合計 147百万円
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前事業年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

※10　　　　　　　―――――― ※10　減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

福岡県
北九州市

事業用資産
土地・
建物等

468

福岡県　　　久
留米市

事業用資産 土地 297

福岡県　　　飯
塚市

遊休資産 土地 22

 

（経緯）

　当社が所有する土地、建物等について、継続的な土地市

場価格の下落により、資産の回収可能額を著しく低下さ

せる変化が生じたことや、売却することを決定したこと

により、回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して計上しております。

 
（減損損失の金額）

種類 金額（百万円)

建物 89

構築物 0

工具・器具及び備品 0

土地 698

合計 788
 

（資産のグルーピングの方法）

　　処分予定資産については、将来の用途が定まって

　いないため個別物件ごとにグルーピングしており、

　また、事業用資産については、管理会計上の区分を

　基礎に継続して収支を把握している単位でグルーピ

　ングしております。

 
（回収可能価額の算定方法等）

　当資産グループの回収可能価額は正味売却価額及び

使用価値により測定しております。正味売却価額は不

動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額により評価し、

また他への転用や売却が困難であるものについては0

円で評価しております。使用価値は将来キャッシュ・

フローを3.97％で割り引いて算定しております。

 
※11　主に㈱久留米井筒屋に係るものであります。 ※11　　　　　　　――――――
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 144,795 4,049 ―
 

148,844

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加　　　4,049株

　

当事業年度(自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 148,844 3,150 ―
 

151,994

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加　　　　　3,150 株
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(リース取引関係)

前事業年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容
　　　有形固定資産
　　　　　主として、基幹システム(工具、器具及び
　　　　備品）であります。
　　　無形固定資産
　　　　　主として、基幹システム（ソフトウエア）
　　　　であります。
 
（2）リース資産の減価償却の方法
　　重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」
　に記載のとおりであります。
　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の
　うち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前
　のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
　方法に準じた会計処理によっており、その内容は次
　のとおりであります。
 

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容
　　　有形固定資産
　　　　同左
 
　　　無形固定資産
　　　　同左　
 
 
（2）リース資産の減価償却の方法
　　　　同左

　① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額

相当額

減価償却

累計額相当額

期末残高

相当額

工具、器具及び

備品
　345百万円　259百万円 　85百万円

ソフトウエア    351  〃   221  〃   130  〃

その他     85  〃    83  〃     2  〃

合計  　782百万円　564百万円　217百万円

　

　
取得価額

相当額

減価償却

累計額相当額

期末残高

相当額

工具、器具及び

備品
   164百万円  113百万円  50百万円

ソフトウエア    279  〃   209　〃    70　〃

その他      7  〃     6　〃      1　〃

合計    451百万円  328百万円  122百万円

　

　② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 99百万円

１年超        129　〃

合計 229百万円

　② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 80百万円

１年超         50　〃

合計 130百万円

 

　③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 159百万円

減価償却費相当額      144　〃

支払利息相当額       12　〃

 

　③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 107百万円

減価償却費相当額       97　〃

支払利息相当額        7　〃

 

　④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　・減価償却費相当額の算定方法

  　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　　　・利息相当額の算定方法

 　　　　 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

　④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　・減価償却費相当額の算定方法

  　　　 同左

 
　　　・利息相当額の算定方法

 　　　　同左

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

     　　　　　――――

 

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

     　　　　　――――
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(有価証券関係)

　

 前事業年度（自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

(注)  時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 92

(2) 関連会社株式 11

計 103

これらについては、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ

ります。

　

　（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用

しております。

　

 当事業年度（自 平成23年３月１日　至 平成24年２月29日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

(注)  時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 68

(2) 関連会社株式 11

計 79

これらについては、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ

ります。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成23年２月28日)
当事業年度

(平成24年２月29日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産） 　

　貸倒引当金    4,043百万円

　ポイント金券引き引当金        82　〃

　退職給付引当金       428　〃

　債務保証引当金       416　〃

　商品券回収損失引当金       274　〃

　土地・建物等減損損失     1,106　〃

　関係会社株式評価損     1,120　〃

　ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金        91　〃

　関係会社事業損失引当金        17　〃

　税務上の繰越欠損金     2,831　〃

　その他       149　〃

　繰延税金資産小計  10,562百万円

　評価性引当額  △10,562　〃

　繰延税金資産合計 ─

　（繰延税金負債） 　

　その他有価証券評価差額金 △0百万円

　繰延税金負債合計 △0百万円

 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産） 　

　貸倒引当金   3,474百万円

　ポイント金券引当金     　 69　〃

　退職給付引当金       363　〃

　債務保証引当金       372　〃

　商品券回収損失引当金       252　〃

　土地・建物等減損損失       967　〃

　関係会社株式評価損       984　〃

　ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金        48　〃

　関係会社事業損失引当金         8　〃

　税務上の繰越欠損金     2,023　〃

　資産除去債務        48　〃

その他       101　〃

　繰延税金資産小計      8,715百万円

　評価性引当額   △8,713　〃

　繰延税金資産合計 1百万円

　（繰延税金負債） 　

　その他有価証券評価差額金 △0百万円

　資産除去債務に対応する除去費用       △2　〃

　繰延税金負債合計 △2百万円

　繰延税金負債の純額 △1百万円

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率とその差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率                           40.0％

　(調整)

　  交際費等永久に損金に算入され
    0.4％

　　ない項目

　　住民税均等割額 0.6％

　　評価性引当額の増減額 △41.0％

　　その他 0.6％

　　税効果会計適用後の法人税等の
0.6％

　　負担額

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率とその差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率                          40.0％

　(調整)

　  交際費等永久に損金に算入され
   0.6％

　　ない項目

　　住民税均等割額 1.2％

　　評価性引当額の増減額 △46.4％

　　その他 0.4％

　　税効果会計適用後の法人税等の
△4.2％

　　負担額
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前事業年度
(平成23年２月28日)

当事業年度
(平成24年２月29日)

　　　　　　――――――――――― ３　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図

るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23

年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のため

　の施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月

２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事

業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課

税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は従来の40％から、平成25年３月１日に開始する事業

年度から平成27年３月１日に開始する事業年度に解消

が見込まれる一時差異については38％に、平成28年３

月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一

時差異については35％となります。この税率変更によ

り、再評価に係る繰延税金負債の金額は5億33百万円減

少し、土地再評価差額金が同額増加しております。ま

た、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除し

た金額)及び損益に与える影響は軽微であります。
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(資産除去債務関係)

当事業年度末(平成24年２月29日)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

店舗用物件等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

　

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から11～39年と見積り、割引率は1.39～2.25％を使用して資産除去債務の金額を計

算しております。

　

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注) 142百万円

時の経過による調整額 0  〃

資産除去債務履行による減少額 △0  〃

その他の増減額 △3  〃

期末残高 140百万円

(注)  当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用したことによる

期首時点における残高であります。

　　
　

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

有価証券報告書

 94/114



　

(１株当たり情報)

　

前事業年度
(自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日)

当事業年度
(自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日)

１株当たり純資産額 54円56銭１株当たり純資産額 71円10銭

１株当たり当期純利益金額 21円17銭１株当たり当期純利益金額 11円84銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

 
算定上の基礎

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

 
算定上の基礎

１　1株当たり純資産額

  貸借対照表の純資産の部の
　合計額

6,255百万円

　普通株式に係る純資産額 6,255百万円

　普通株式の発行済株式数 114,804,953株

　普通株式の自己株式数 148,844株

  １株当たり純資産額の算定に
　用いられた普通株式の数

114,656,109株

２  1株当たり当期純利益金額

　損益計算書上の当期純利益 2,427百万円

　普通株式に係る当期純利益 2,427百万円

　普通株主に帰属しない金額の
　主要な内訳

該当事項はありません。

　普通株式の期中平均株式数 114,658,517株

１　1株当たり純資産額

  貸借対照表の純資産の部の
　合計額

8,151百万円

　普通株式に係る純資産額 8,151百万円

　普通株式の発行済株式数 114,804,953株

　普通株式の自己株式数 151,994株

  １株当たり純資産額の算定に
　用いられた普通株式の数

114,652,959株

２  1株当たり当期純利益金額

　損益計算書上の当期純利益 1,357百万円

　普通株式に係る当期純利益 1,357百万円

　普通株主に帰属しない金額の
　主要な内訳

該当事項はありません。

　普通株式の期中平均株式数 114,654,193株

　

(重要な後発事象)

　

　　　該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券 その他有価証券

株式会社メイト黒崎 314,000 157

ハートランド平尾台株式会社 1,400 31

北九州エアターミナル株式会社 440 22

株式会社小倉商工会館 12,000 12

北九州都心開発株式会社 400 7

株式会社スターフライヤー 2,000 7

北九州福祉サービス株式会社 150 7

福岡タワー株式会社 150 7

株式会社北九州輸入促進センター 50 5

株式会社博多座 100 5

その他18銘柄 61,269 17

計 391,959 280

　

【債券】

　

銘柄 券面総額(百万円)
貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券 その他有価証券
割引商工債券 15 14

小計 15 14

投資有価証券 その他有価証券

第252回利付国庫債券 40 40

第269回利付国庫債券 20 20

小計 60 61

計 75 76

　

【その他】

　該当事項はありません。
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 44,042 247
(915)
1,205

43,08430,450 1,094 12,634

　構築物 441 ―
(18)
26

415 339 11 76

　車両運搬具 1 ― 0 0 0 0 0

　工具、器具及び備品 2,391 15
(3)
153

2,253 2,071 73 182

　土地 24,753 ―
(698)
935
 

23,818 ― ― 23,818

　建設仮勘定 ─ 24 20 4 ― ― 4

　リース資産 318 4 ― 322 156 64 165

有形固定資産計 71,948 292
(1,635)
2,341

69,89933,019 1,244 36,880

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウエア 445 7 101 352 185 70 166

　リース資産 527 ― ― 527 248 105 279

　電話加入権 34 ― ― 34 ― ― 34

無形固定資産計 1,008 7 101 914 433 175 481

長期前払費用 16 ― ― 16 12 0 4

(注)  １ 当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 ２ 当期増加の主な内容は次のとおりであります。

　　　   建物　　・・・　　本店本館グッチ改装工事　　　　108百万円　　

   　 ３ 当期減少の主な内容は次のとおりであります。

　　　   建物　　・・・　　本店本館グッチ改装工事　　　　201百万円　　

　　　　 土地　　・・・　　黒崎店別館減損損失　　　　　　378百万円　　

　　　　　　　　  　　 　　黒崎店別館売却　　　　　　　　230百万円　　

　　　　　　　　  　　　　 久留米駐車場減損損失　　　　　297百万円
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【引当金明細表】

　
　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 10,138 19 0 213 9,943

ポイント金券引当金 206 171 178 ― 198

債務保証引当金 1,041 23 ― ― 1,064

商品券回収損失引当金 687 200 167 ― 720

ＰＣＢ廃棄物処理費用
引当金

229 ― 88 2 137

関係会社事業損失引当金 44 ― ― 19 25

(注)  1　貸倒引当金の当期減少額その他213百万円は、個別債権に対する回収不能額の見直しによる戻入額であります。

 2　ＰＣＢ廃棄処理費用引当金の当期減少額その他２百万円は、廃棄処理に伴う費用見込額と実際発生額

との差額による戻入額であります。

 3  関係会社事業損失引当金の当期減少額のその他19百万円は、関係会社の損失見込額が減少したことに

よる戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成24年２月29日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

①　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 483

預金 　

当座預金 528

普通預金 4,266

通知預金 50

定期預金 110

振替貯金 2

  　　　　　　　　　　　計 4,957

合計 5,440

　

②　受取手形

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱昭電社 3

東亜非破壊検査㈱ 2

㈱ジャックス 0

㈱セディナ 0

㈱池間組 0

その他 3

合計 12
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(b) 期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成24年３月　満期 0

　　　　４月　満期 3

　　　　５月　満期 5

　　　　６月　満期 1

　　　　７月　満期 0

　　　　８月　満期 0

合計 12

　

③　売掛金

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱井筒屋ウィズカード 701

㈱やまぎんVISA 199

㈱日専連ベネフル 80

㈱やまぎんJCB 73

㈱アメリカンエキスプレスインターナショナル 30

その他 416

合計 1,502

　
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(百万円)

 

(Ａ)
 
 

当期発生高
(百万円)

 

(Ｂ)
 
 

当期回収高
(百万円)

 

(Ｃ)
 
 

次期繰越高
(百万円)

 

(Ｄ)
 
 

回収率
(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

1,415 31,321 31,234 1,502 95.4 17.0

(注)　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の各金額には消費税等が含まれており

ます。
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④　商品

　

区分 金額(百万円)

衣料品 1,309

身回品 729

雑貨 353

家庭用品 201

食料品 135

その他 132

合計 2,861

　
⑤　貯蔵品

　

金額 15百万円

　　　　 (注)　包装用品その他雑品であります。

　

⑥　関係会社長期貸付金

　

貸付先 金額(百万円)

㈱エビス 10,882

㈱久留米井筒屋 8,559

㈱山口井筒屋 2,463

㈱レストラン井筒屋 938

㈱エクリュ・ジャポン 350

㈱井筒屋外商サービス 251

合計 23,443
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⑦　支払手形

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

キョーワズ珈琲㈱ 21

三菱食品㈱ 14

㈱山吹 12

㈱いわなが 9

㈱楢橋商店 5

その他 27

合計 91

　

(b) 期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成24年３月　満期 57

　　　　４月　満期 34

合計 91

　

⑧　買掛金

 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱レナウン 172

㈱オンワード樫山 172

㈱三陽商会 157

イトキン㈱ 113

共栄時計㈱ 100

その他 4,559

合計 5,275
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⑨　預り金

　

相手先 金額(百万円)

㈱井筒屋友の会 6,200

㈱コレット井筒屋 927

㈱エクリュ・ジャポン 280

井筒屋サービス㈱ 143

㈱井筒屋ウィズカード 97

その他 206

合計 7,854

　

⑩　設備関係支払手形

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

ジーク㈱ 52

三機工業㈱ 5

㈱ヤマトクリエーション九州 3

西鉄電設工業㈱ 3

㈱ギャルドユウ・エス・ピイ 2

その他 6

合計 73

　

(b) 期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成24年３月　満期 70

　　　　４月　満期 2

　　　　５月　満期 0

合計 73
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⑪  長期借入金

　

区分 金額(百万円)

(株)北九州銀行 8,098

(株)みずほ銀行 6,989

(株)福岡銀行 5,906

(株)西日本シティ銀行 3,785

(株)三井住友銀行 1,020

その他 3,910

合計 29,712
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(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日 ２月末日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
(特別口座)
東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部

　　株主名簿管理人
(特別口座)
東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法によ
り行う。
　なお、電子公告は当会社のホームページに掲載いたします。そのアドレスは次のとお
りです。
　　http：//www.izutsuya.co.jp/

株主に対する特典

①　毎年２月末日および８月31日現在1,000株以上を所有する株主に対し、下記の基準
によりお買物優待券を発行し、お買物１回(本券１枚ごと)につき、お買上高(税込み)
の７％の割引を行います。

 1,000株以上　3,000株未満10枚
 3,000株以上　5,000株未満20枚
 5,000株以上 10,000株未満30枚
10,000株以上 50枚

②　毎年２月末日および８月31日現在1,000株以上を所有する株主に対し、インター
ネットを利用した当社が運営するウェブサイト上でのお買物１回につき、お買上高
(税抜き)の７％の割引を行います。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　親会社等に該当するものはありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　
(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度(第116期)　(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)　平成23年５月27日関東財務局長に提

出。

　
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

　　事業年度(第116期)　(自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日)　平成23年５月27日関東財務局長に提

出。

　
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第117期第１四半期　(自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日)　平成23年７月11日関東財務局長に提

出。

第117期第２四半期　(自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日)　平成23年10月11日関東財務局長に提

出。

第117期第３四半期　(自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日)　平成24年１月12日関東財務局長に提

出。

　
(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結　　　　

果）の規定に基づく臨時報告書。

平成23年５月27日に提出。

平成23年５月27日に関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成23年５月26日

株式会社　井筒屋

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　奥　　村　　勝　　美　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　本　　義　　三　　㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社井筒屋の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社井筒屋及び連結子会社の平成23年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社井筒屋の

平成23年２月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並

びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社井筒屋が平成23年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成24年５月24日

株式会社　井筒屋

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　東　　能　　利　　生　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　本　　義　　三　　㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社井筒屋の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社井筒屋及び連結子会社の平成24年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社井筒屋の

平成24年２月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並

びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社井筒屋が平成24年２月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年５月26日

株式会社　井筒屋

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　奥　　村　　勝　　美　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　本　　義　　三　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社井筒屋の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの第116期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社井筒屋の平成23年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成24年５月24日

株式会社　井筒屋

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　東　　能　　利　　生　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　本　　義　　三　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社井筒屋の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの第117期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社井筒屋の平成24年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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